


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表紙の説明 

    

   

 

 

 

誰もが楽しめる里山の復活にむけて（三郷室山） 

江戸時代には松本藩の御巣鷹山として鷹狩場として利用され、昭和

期においては松根油の生産や松茸の生産、レジャー施設の開発などが行

われ、現在は安曇野市有林が大半を占める三郷室山。ここで令和４年

冬、樹齢 80 年のヒノキが伐採されました。伐採されたヒノキは、三郷西部

認定こども園の建て替えに伴い、園舎の構造材として利用されました。 

そしてこの伐採跡地に、地元の子どもたちが中心となって新たなヒノキの

苗の植樹を行いました。以後地域の皆さんとともに下草刈りなどを行い、

今では大人の背丈を超えるほどに成長しました。 

これをきっかけとして、室山を市民が様々な形で親しめる里山にしよう

と、たくさんのイベントや企画が立ち上がりました。「植えて」「育てて」「伐っ

て」「使う」そしてまた「植える」。そんな持続可能な森林のサイクルを実践す

るとともに、安曇野市里山再生計画が目指す「現代版の里山利用のあり

方」を地域の皆さんと模索しています。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                            

 

 

 
明科荻原の風景（昭和 30 年頃：左／出典：治山の実績（1960）長野県犀川治山事務所、 

令和元年：右） 

70 年ほど前は、里山に木が少なく、里山が生活資源の採取の場をして利用されていました。

一方、里山資源の利用が減った現在では里山に人々が入らず、手つかずの状態で放置されてい

ます。 

 
昭和後期の植樹祭写真（三郷室山） 

戦後、拡大造林が進められ安曇野市にもたくさんの針葉樹が植栽されました。はげ山だった

里山に木材を使うため植えられた木々の多くは、現在伐期を迎えているのにも関わらずあまり

使われていません。 

安曇野市の里山の変化 ～今と昔の里山利用～ 



 

 

 

 

 

 
三郷室山でのヒノキ植栽（令和４年５月） 

三郷西部認定こども園の新園舎建設のため、80 年前小倉の人たちが植えたヒノキを伐採し

ました。そして、地域のこどもたちがヒノキを植え、新しい室山の森を育てていきます。 

 
三郷室山でマツタケ林整備（平成 30 年～） 

 江戸時代から昭和初期まで、室山周辺はマツタケの産地とされていました。しかし、人が山

に入らなくなったことで室山も荒れ、マツタケの発生が見られなくました。そこで、地域の

人々がマツタケ復活のために森林整備をする活動団体「よみがえれ！マツタケ！」が発足しま

した。 

活動を始めて６年目の令和６年 10 月、整備によって復活したマツタケが確認できました。 



 

 

 

●里山まきの環プロジェクト 

 
薪づくり講習会（2022年～） 

：明科 

 
薪づくり講習会（2022年～） 

：穂高 

 
松枯れ材薪の生産（2018年～） 

：穂高 

◆里山木材活用プロジェクト 

 
あづみの積木キャラバン隊 

（2020年～）：市内認定こども園 

 
堀中木づくえプロジェクト 

（2022年～）：堀金中学校 

 
あづみの里山市（2017 年～） 

：林友ハウス工業㈱ 

■里山学びの環プロジェクト 

 
さとぷろ。学校（2016年～） 

：三郷小倉室山 

 
さとぷろ。学校（2016～） 

：国営アルプスあづみの公園 

 
もりっち！（2019年～）：穂高牧 

▲里山の魅力発見プロジェクト 

 
里山の魅力発見隊（2020年～） 

：市内各地 

 
ちくりんず（2019年～）：明科押野 

 
よみがえれ！マツタケ！ 

（2018 年～）：三郷小倉室山 

多くの人を巻き込んで里山を活用する活動事例 

広がり続ける活動の輪 



 

 

 

 

 
里山再生計画の４つのプロジェクトが企画を実施した主な活動フィールド 

（ここに示した以外にも多く場所で活動が実施されています）  
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■まえがき 

第３次安曇野市里山再生計画について 
第３次安曇野市里山再生計画（以下「第３次計画」または「本計画」といいます。）

は、平成 27 年３月に策定された第１次安曇野市里山再生計画（以下「第１次計画」と

いいます。）、令和２年３月に策定した第２次安曇野市里山再生計画（以下「第２次計

画」といいます。）の成果を踏まえ、さらに里山再生を推し進めるために今後の方策を

定めるものです。 

第１次計画を振り返ってみれば、「里山を利用する仕組みを現在の生活スタイルにあ

った形で、もう一度作り上げること」を表明した、全国的にも類例が少ない行政計画で

した。計画に基づき、取組が動き出した当初は、色々なことが手探り状態でした。誰が、

何を、どのように取り組めばよいのか。そのような戸惑いや不安を抱えながら、とにか

くできることから始め、様々な課題を抱えながらも関係者が諦めず、一歩ずつ取り組

んできた５年間でした。第２次計画期間では、第１次計画からプロジェクトを統合す

るなどの変更を加え、取組を継続発展させてきました。その結果、里山再生は少しずつ

前進し、取組の環は着実に広く、そして厚みを増してきました。第３次計画は、第１次

計画、第２次計画で定めた骨格や基本方針は継承しつつ、長きにわたる里山再生への

取組の礎をより強固にすることを目指して内容を定めます。 

 

第１次および第２次計画より 
安曇野市里山再生計画は、安曇野市で生活する市民、事業者、そして行政が、市内の

里山の重要性と現状を再認識しながら、里山を守るためにどのような活動をしていく

かを明らかにしたものです。里山とは、人里近くに広がる森林を主体として、草地や、

それらに隣接する田畑・ため池を含めた一帯を指します（詳しくは、5 頁に後述しま

す。）。かつての里山は、人々が日々の燃料（薪
まき

など）や肥料、そして馬や牛など家畜

の餌を採取するための場所であり、森や広い草地が管理・維持され、集落の生活に欠か

すことの出来ない自然環境でした。そのため、里山は、人々の利用によって自然環境の

バランスや構成が変化しながらも、自然資源を守りながら利用する仕組みが成り立つ

ことで受け継がれてきた環境といえます。 

しかし、1960 年代に、私たちの家庭で使われる燃料が、薪や炭から石油やガス、電

気に変化し、また農地で使用する肥料が化学肥料へと変化する中で、里山の利用価値

が急激に低下し、里山は放置されるようになりました。その結果、里山に人が入らなく

なったことで、「山の獣が里に出て、農作物を荒らしてしまう。」という生活への影響

を懸念する声や、「生物多様性が乏しくなっている。」、「松枯れにより土砂災害防止

機能が低下するのではないか。」というような里山がもつ機能の低下への懸念の声も
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聞かれています。 

こうした状況において、本市は安曇野市環境基本計画※1（平成 20 年策定）（以下「環

境基本計画」といいます。）の中で、「里山をもう一度、あるべき姿に再生する」方針

を示しました。この方針とはつまり、災害の少ない安全な里山と、良好な里山の景観と

自然環境を目指すことです。さらに本市では、森林づくりの基本的な考え方などを明

らかにするため、安曇野市森林整備計画※2（以下「森林整備計画」といいます。）を策

定しています。この森林整備計画に基づいて、事業者などが森林経営計画※3を策定し、

市内の里山で伐採、植林などの森林整備を進めています。 

しかし、里山が自然資源を守りながら利用する仕組みによって成立してきたことを

考えれば、里山再生は、森林整備計画だけでは実現することが困難です。里山を利用す

る仕組みを現在の生活スタイルにあった形で、もう一度作り上げることが里山の再生

には欠かすことができません。本計画に基づく取組と森林整備計画に基づく森林整備

が両輪となって、里山の再生を図り、市民が豊かで安全な生活環境を作り上げていく

ことを目指します。 

  

第１次安曇野市里山再生計画 

（計画期間：平成 27 年～令和元年度） 
 

第２次安曇野市里山再生計画 

（計画期間：令和２年～６年度） 
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■計画の位置づけ 
第３次計画の位置づけは、第１次計画および第２次計画と変わりありません。本計画

は、第２次環境基本計画に関連する個別計画として位置づけられます（下図）。環境基

本計画は、第２次安曇野市総合計画※4 に示された基本理念や将来像について、特に環

境面でこれらを実現するための計画です。 

第２次環境基本計画内の里山再生計画の概要では、松くい虫被害や鳥獣被害など

様々な問題が生じている里山の問題解決に向け、私たちの暮らしを守り、豊かにして

くれる里山の再生に向けた取組を、市民・事業者・行政が一緒に進めて行くための計画

で、「里山のあるべき姿に再生し、元気な里山を取り戻す」ことを目指すとされていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 里山再生計画の位置づけ（「第２次安曇野市環境基本計画」掲載図を一部改編） 

 

 

 

 

 

 

 

「自然環境を大切にするまち」 

安曇野市総合計画 

「北アルプスに育まれ 共に響き合う 田園産業都市 安曇野」 
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※１ 安曇野市環境基本計画 安曇野市の目指すべき環境像実現のために、「共存・共生」「安

全・安心」「循環型・低炭素社会」「参加と協働」を４つの柱として、「第２次安

曇野市環境基本計画」が平成 30 年３月に策定されました。 

※２ 安曇野市森林整備計画 市町村が民有林に対して５年ごとに作成する森林づくりの計画

（10 年１期）です。地域の森林・林業の特徴を踏まえ、森林整備の基本的な考え方

や区画配置（ゾーニング）、森林施業の方法および森林の保護、路網整備などの考

え方を定めるマスタープランです（参考資料、82 頁）。 

※３ 森林経営計画 森林経営計画とは、「森林所有者」または「森林の経営の委託を受けた者」

が、自らが経営を行う森林を対象として、森林の施業および保護について作成する計

画（５年１期）です。 

※４ 安曇野市総合計画 総合計画は、市政運営の根幹となる計画であり、「まちづくりの基本

的な指針となる基本構想」、「基本構想に掲げる将来都市像の実現に向けた基本的な

施策の体系などを示す基本計画」、「基本計画を達成するために必要な主要事業の実

施期間や事業費などを示す実施計画」で構成されます。 

用語解説 
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1 なぜ里山の再生が必要なのか？ 
 

 

里山は、古くから利用され、維持されてきた私たちの周りにある森林です。現代で

は、縁遠いものになっている側面があるものの、実は私たちの暮らしを守り、豊かにす

る資源でもあります。 

では具体的に、里山とはどこのあたりの森林を指すのか、いま、里山で何が起きてい

るのか、そして里山再生の必要性をみていきます。 

 

（１）里山とは 

里山とは、人里近くに広がる森林や草地を主体として、水田・畑やため池なども含め

て、人々が利用してきた山地を指します。 

市内の里山は、古くは縄文時代から現代まで長年にわたって利用され、維持されてき

ました。ほんの数十年前まで、人々は集落から歩いて 2 時間前後の距離までの里山か

ら、薪や枝を採取して毎日の炊事燃料や冬の暖房燃料として利用していました。 

また、コナラなどの若い枝葉を水田肥料として採取するための刈敷山
かりしきやま

※1 や、茅葺
かやぶき

屋

根の材料としてカヤを採取するための茅
かや

場
ば

※2 と呼ばれた草地、あるいは農耕馬などの

餌を採取するための秣場
まぐさば

※3 と呼ばれた草地が里山の各地に広く維持管理されていまし

た。私たちの生活のほとんどすべての資源は、里山から供給されていたのです。そのた

め、里山では、限られた所有者が利用するだけではなく、一定の人々のあいだで権利が

共有され（これを「入会権
いりあいけん

」といいます。）、協同して資源が利用されてきました。 

こうした資源利用により、人里近くの山々の山腹から山麓にかけては、コナラなどの

広葉樹林やアカマツ林を主体とする森林と、ススキなどを主体とする草地がモザイク

状に配置され、さらにその間に畑や水田、小川やため池などが分布する特有の自然景

観をつくりだしていました（図 1.1、6 頁）。 

里山の自然環境は、数百から数千年にわたる地域の地質や気象条件を反映しながら

も、人々が里山にある資源を利用することで形作られ、資源利用が同時に里山の維持

管理につながっていました。こうした維持管理が、里山の土砂災害の防止機能や、

水源涵養
すいげんかんよう

機能※4の発揮にもつながっていたのです。 
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また、森林とそこにモザイク状に分布する草地、小川など多様な環境は、生物多様性

も生み出し、人々の暮らしに恩恵をもたらしました。春の里山からは、ワラビやタラの

芽などの山菜が、秋にはマツタケをはじめとするキノコが採れました。また、池、小川、

水田からは、フナやコイ、タニシやドジョウなど大切な動物性タンパク質も得られま

した。 

里山は、山間部はもちろん、都市で生活する人々にとっても、暮らしを守ってきた大

切な場所・景観であり、自然環境といえます。 

※１ 刈敷山
かりしきやま

 コナラなどの若い枝葉を刈りとって、水田に敷きこみ肥料としたものを刈敷
かりしき

とい

います。刈敷山とは、その目的で維持された低木林をいいます。 

※２ 茅場
かやば

 茅葺き屋根の材料であるススキなどを生産するための草地。山麓あるいは山腹平坦

面に多く分布していました。 

※３ 秣場
まぐさば

 馬や牛の飼料となる草木を採取していた草地をいいます。 

※４ 水源涵養
すいげんかんよう

機能 雨水が、森林の土壌にゆっくりとしみ地下水に蓄えられることで、豪雨時

の洪水を緩和し、また渇水時の水源を確保します。また、雨水が森林土壌を通過す

ることにより、水質が浄化されます。 

用語解説

 善光寺道名所図会より 安曇野刈敷風景（1842 年） 出典：信州デジくら 

この名所図会の場所は、現在の明科光天神原付近と思われます。右側の水田では肥料として、

馬に刈敷を踏み込ませています。また、手前のあぜ道では、刈敷が馬で運ばれ、左の道下では男

が刈敷の束をほどいています。さらに、遠くの山では、男たちが鎌でコナラなどの枝葉を刈り取

っている姿が描かれています。 

図 1.1 
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図 1.2 里山の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1.3 森林が有する多面的機能  

※５ 人工林 主に木材生産のために、苗木を植栽して育てている森林のことです。 

※６ 二次林 伐採や風水害、山火事などにより森林が破壊された後に、自然散布された種子や地中

に埋まっていた種子が発芽したり、根株などから出た芽が成長して成立過程にある森林

のことです。長野県内では、コナラ林やアカマツ林などが典型です。 

用語解説 

 

木材 

食料 

工業原料 

工芸原料 

参考：「平成 30 年度森林・林業白書」第Ⅱ章 森林の整備・保全 

 

 

 

 

 

 

  

物質生産 生物多様性保全 

 

 

地球環境保全 

土砂災害防止/土壌保全 

水源涵養 快適環境形成 

保健・レクリエーション 

文 化 

遺伝子保全 

生物種保全 

生態系保全 

地球温暖化の緩和 
（二酸化炭素吸収、 

化石燃料代替 
エネルギー） 

地球の気候の安定 

表面浸食防止 
表層崩壊防止 

その他土砂災害防止 

雪崩防止 
防風、防雪 

洪水緩和 
水資源貯留 
水量調節 
水質浄化 

気候緩和 

大気浄化 

快適生活環境形成 

療養 

保養 

行楽 

スポーツ 

景観・風致 

学習・教育 
芸術 

宗教・祭礼 
伝統文化 

地域の多様性維持 
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（２）本計画が対象とする森林とは 

本計画が対象とする森林は、国有林、民有林のうち、特に民有林を対象とします。 

本市では、総面積 331.8km2 のうち、199.8km2（約 60％）を森林が占めています。

そのうち 95km2 は国が所有・管理する国有林で、比較的標高の高い奥山にあります。

国有林の下部には民有林が 104km2にわたり分布します。 

民有林とは、国有林以外の個人、区などの自治組織、市、県、企業、社寺などが所有

する森林です。民有林の多くは、所有者と地域住民により、森林資源が活発に利用され

てきました。そこで、本計画では民有林を対象に里山再生に取り組みます。 

本計画が対象とする民有林のうち、犀川東側の筑摩山地とその山麓部は、一般的に

「東山」とよばれ、光城山、長峰山をはじめとして、明科東川手などに起伏の小さい

山々が広がっています。東山には里山の典型ともいえるコナラなどの広葉樹林が広く

分布しています。 

これに対して、犀川西側の北アルプス山腹・山麓部およびその前山は「西山」と呼ば

れており、西山にはカラマツを中心とした針葉樹の人工林が広く分布しています。 

 

 

図 1.4 民有林の範囲 

 

西山 東山 

JR 豊科駅 

JR 穂高駅 

JR 一日市場駅 

国営アルプス 

あづみの公園 

有明山 
2,268m 

岩州公園 

長峰山 
933m 

室山 

常念岳 
2,857m 

蝶ヶ岳 

2,677m 

光城山 
912m 

大天井岳 
2,922m 

安曇野市役所 

JR 明科駅 

JR 田沢駅 

犀川 

北アルプス 
筑摩山地 

燕岳  

2,763m 

大滝山 
2,616m 
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東山の二次林（クヌギとコナラの広葉樹林） 

 

 
西山の人工林（カラマツとヒノキの針葉樹林） 
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（３）里山を取り巻く状況・課題 

第二次大戦後に国内木材資源の増強を目的として植えられた、カラマツやヒノキな

どの人工林は、西山に多く、伐採適齢期※1 を迎えている状況に変わりはありません。

そのような中、昨今は里山資源利用への社会的注目度が高まりつつあります。木質バ

イオマスの利用として薪やペレットを使用するストーブの増加や、県産材、安曇野産

材を活用した建築物も目にするようになってきました。とはいえ、間伐※2 が行われず

伐期が過ぎてなお放置される森林の状態は、今も解消されていません。それに伴って、

森林を伐採して、苗木を植えて森林を育てるという循環が停滞しています。本来、里山

の森林資源を継続的に利用するためには、若い木から伐採適齢期を迎えた木まで、バ

ランス良く生育していることが必要です。しかし、現状では林齢※3 が偏っており、将

来の継続的な木材利用が困難な状況です。 

また、一部の地域では手つかずとなっている竹林が拡大することにより、他の樹木の

生育が阻害されたり、土壌保持力の低下や野生動物が身を隠せる場所となるなど、里

山集落の生活環境へも大きな影響を与えています。このように、里山を取り巻く課題

は、社会的要因が大きく関与しています。 

 

 
間伐が行われず放置されたヒノキ林 

 
成長速度が速いため繁茂してしまった竹林 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 伐採適齢期 一般的に平均成長量が最大となる時期をいいます。樹木が高齢になると、気象

災害や、病虫害を受けやすくなるため、一定の時期に伐採して若く元気な森林を再生

させます。 

※２ 間伐 成長に伴って、混みすぎた森林の一部の木々を伐ることを「間伐」といいます。残さ

れた木は枝葉を広げることができ、より多くの光が降り注ぐため、健全に成長するこ

とができます。 

※３ 林齢 森林の年齢です。一般的に森林の高木樹齢が用いられます。なお、植林地の場合には

植林後の年数が用いられます。 

用語解説 
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図 1.5 安曇野市の林齢別人工林面積及び樹種別面積割合（令和５年） 

 

 

図 1.6 人工林の利用サイクル 

出典：「令和３年度森林・林業白書」第Ⅰ章 今後の森林の経営管理を支える人材 

 資料Ⅰ－１林業の成長産業化と森林の適切な管理に向けて 
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※本来は、赤い破線のように林齢がバラン
スよく構成されていることが望ましい。 
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１）土砂災害防止機能の低下 

伐採と再生によって維持されてきた森林が放置されると、樹木が過密状態となり地

表に日光が届かない環境になることから、樹木の幹は細く、根系は発達不良となり不

安定な状態で成長します。こうしたことが、森林の気象災害に対する抵抗力を弱くし

たり、土砂災害防止機能を低下させる危険性があるといわれています。 

 

 
強風によって木々が倒れた森林 

 
間伐が行われない森林で発生した土砂崩れ 

 

２）生物多様性の低下 

人々が生活のために里山を活発に利用した頃には、森林や草地、水辺などの多様な環

境が存在していました。里山は、それぞれの環境を必要とする昆虫や鳥類、動物などが

多様に生息する場であり、生物多様性※1に富んだ自然環境でした。 

人々の利用活動の機会が減った現在の里山では、かつての採草地は放置されたり植

林されたりして、森林に変わりました。こうした環境変化が典型的に表れている例と

してオオルリシジミなど草原性チョウ類の著しい減少があります。令和６年３月 31 日

に改訂された「安曇野市版レッドデータブック」によると、里山に生息する種を中心

に、市内には絶滅のおそれの高い種が 717 種類（動植物の合計）も挙げられています。

このように、市内の生態系では、生物多様性が低下しているおそれがあります。 

 

 

※１ 生物多様性 生物多様性とは、生きものたちの豊かな個性のつながりのことで、「地球規

模での生物種の絶滅」という危機意識に根ざして生まれた概念です。地球上の生き

ものは 40 億年という長い歴史の中で、様々な環境に適応して進化し、3,000 万種

ともいわれる多様な生きものが生まれました。これらの生命は一つひとつに個性が

あり、すべてが直接、あるいは間接的に支えあって生きています。 

用語解説 
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３）森林病害虫による森林被害と逆手に取った活動の広がり 

松枯れは、マツノマダラカミキリ（昆虫）が運ぶ外来性の線虫（病原体）が、松の中

に侵入して松が枯れる「マツ材線虫病」といわれる伝染性の樹木病害の一種で、短期間

で一斉に松が枯れてしまいます。被害のピークは過ぎたものの、現在もおさまってい

るわけではありません。 

森林病害虫による被害は、里山資源を活発に利用していた時代には、あまりみられま

せんでした。里山には様々な林齢の森林が形成されており、1960 年代以降、化石燃料

や電気が身近になると、アカマツが伐られることが少なくなり、伐期を過ぎ大径木と

なった単一樹種の二次林が各地で形成され、放置されていることが被害を深刻化させ

る要因となっています。 

本市では、薬剤散布や樹幹注入、被害木の伐倒くん蒸処理※1 など様々な対策を講じ

ながら、被害の蔓延防止を図ってきました。これらの対策は、局所的には被害抑制に貢

献したものの、市域への被害蔓延を防ぐまでの効果には至りませんでした。そもそも

松枯れ被害への対策は、被害の蔓延防止を目的とした対策だけではなく、森林資源の

循環や持続性を目的とする里山の整備こそが重要です。 

そこで本市では、平成 24 年度から「更新伐※２」を行いました。明科西地域で被害木

を含めたアカマツを全て伐採し、伐採木の活用や更新伐後の山林管理を地域で行って

きました。現在、更新伐を行った山林は広葉樹林へ再生しています。 

また、本計画に基づく取組の一環で、松枯れ材の活用やアカマツの健全木活用にも取

り組んできました。特に松枯れ材は、カビが入り青く見えることを逆手に取り、“ブル

ーステイン”と名付け木材活用したところ、注目を浴びるようになりました。また、建

築士会安曇野支部や製材加工会社が協力して取り組む松枯れ材を使った積木は、市内

認定こども園などで積木ワークショップを行う「あづみの積木キャラバン隊」の結成

に繋がり、活動を積み重ねた結果、建築士会の全国大会でも表彰を受けるまでになり

ました。 

 

 
アカマツ伐採直後の押野山（H26） 

 
更新伐により再生した押野山（R１） 
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関東甲信越建築士会ブロック会で松枯れ材 

を活用した取組が最優秀賞 全国でも発表 

 

“ブルーステイン”が入った松枯れ材の積木 

 

 

 
 

 

※１ 伐倒くん蒸処理 松枯れ被害により枯死した木を伐採

したあと、ビニール（生分解性で、時間の経過

とともに土に還ります。）で密閉した中に、薬

剤を投入し気化させた薬剤を松の中に浸透さ

せ、マツノザイセンチュウやマツノマダラカミ

キリの幼虫を駆除します。 

 

※２ 更新伐 現在の森林とは違う森林（樹種）へ転換する森林整備の方法です。伐採後の

転換方法は自然に落ちた種子や樹木の根株からの発芽を待つ自然の推移に委

ねる方法と、植林などの人為的な方法があります。 

      【市内で更新伐事業に取り組んだ地区】 

       中村地区、下押野地区、荻原地区、小泉地区、塩川原地区、上押野地区 

       （全て明科地域） 

松枯れ被害木のくん蒸処理 

用語解説 
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図 1.7 安曇野市の松枯れ被害状況 

 

４）鳥獣被害の増加 

ニホンジカやツキノワグマ、イノシシ、ニホンザル、カラスといった野生鳥獣の生息

域や生息数は拡大傾向にあり、農作物の食害や家畜および養蜂への被害、また家屋へ

の侵入など様々な被害が増加しています。森林においても、植栽苗や林産物の食害や

樹皮
じ ゅ ひ

剝
は

ぎなども深刻であり、これを防止するための防護柵の設置や忌避剤の散布など、

林業コストの増大による経営意欲の低下も招いています。ただし、この増加の原因は

野生鳥獣によるものばかりではありません。 

現在の私たちは、里山に入ることが少なくなりました。また、狩猟をすることも少な

くなったことで、動物と人間との緊張関係が失われてきています。さらに、農作業の機

械化、農薬の改良・開発などによって、田畑で人が作業する時間が短くなったことによ

り、野生鳥獣の出没に対する抑止力も低下しています。加えて、人里に下りた野生鳥獣

にとって、果樹や農作物は山中では決して手に入らない高栄養な餌となってしまいま

す。このようにして起こる鳥獣被害の増加は、人々の生活スタイルや里山利用のあり

方とも複雑に関係しています。 

これまで、本市では地域と連携して、林縁部での広域的な防護柵の設置による野生動

物の侵入防止対策、鳥獣被害の原因となる、果樹や農作物などの誘引物の除去、猟友会

と連携をしながら、有害鳥獣駆除などによる個体数調整を図るなど様々な対策を実施

してきました。市民が主体となり、犬を使ってサルを追い払うモンキードッグの取組、

全国初の取組である市域全体で市の非常勤公務員に任用された市民がサルを追い払う
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「安曇野市ニホンザル追い払い隊」など、具体的な対策も進んでいます。それでもな

お、被害は十分抑制されていない現状があります。 

 

 
放置された柿を食べるツキノワグマ 

（穂高立足） 

 

 
野生動物による農作物の食害 

（三郷北小倉） 

 

 
サルを追いかける追い払い隊員 

 

 
威嚇するニホンザル 

（穂高有明） 
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（４）里山再生の必要性 

里山は、本来、私たちの生活環境を守るとともに、私たちに緑の景観、きれいな空気

と水、山菜やキノコなどの自然の恵み、移り変わる季節への感性をもたらしてくれて

いました。しかし、里山が森林資源の供給地として日常的に利用された時代は過去の

ものとなり、里山では、木材資源の採取利用によって維持されてきた里山保全の仕組

みが失われました。現在の里山は、市民に直接的な関係がない遠い風景になってしま

っています。そうした結果、本来は自然の恵みや安全で豊かな暮らしをもたらすはず

の里山では、これまで述べてきたようなさまざまな課題が生じています。また、里山資

源の利用が少なくなった現代の暮らしの中では、山間集落の高齢化と人口減少が加速

し、一部の集落では、集落そのものの維持が困難になっているケースもみられます。 

また、現在、地球温暖化が進行しているといわれています。地球温暖化の大きな原因

は、人間が排出する温室効果ガスであり、その中でも二酸化炭素による影響が最も大

きいと考えられています。二酸化炭素は、主に化石燃料（石油・ガソリン・ガス・石炭

など）の燃焼により大量に排出されます。二酸化炭素を少しでも減らすため、化石燃料

の利用を減らし、再生可能エネルギーの利用を推進することが求められます。 

こうした様々な課題に対して、私たちが今、里山再生に向けて取り組むことは、里山

に囲まれた安曇野の地で、将来にわたって安全で豊かな暮らしを営むことにつながり

ます。里山の木質資源を利用しながら里山整備を進めることは、里山が本来もつ機能

を向上させます。また、石油に代わり、里山に眠る木々を木質バイオマスとして利用す

ることによるエネルギーの地産地消は、地球温暖化の抑制にも寄与します。さらに、里

山の資源を私たちの暮らしに活用することで、地域への親しみと誇りを育み、自然環

境保全に貢献する喜びを感じることができます。こうした循環の仕組みを構築する上

でも、令和元年度から市町村へ譲与されている森林環境譲与税※１を有効に活用するこ

とが必要となります。継続的に里山を利用できる環境の整備を行い、里山地域の集落

活性化を手助けするとともに、私たちの安全で豊かな暮らしを実現します。 

本市は、標高 3,000ｍ級の北アルプスから里山、多くの渓流と豊富な湧水資源を有す

る自然の恵み豊かな地です。本市から里山再生の取組を発信することは、豊かな自然

と水源域に暮らす者として果たすべき役割ではないでしょうか。市内の里山に目を向

けて市民、団体、事業者、行政が協働して里山再生に取り組むことは、「安曇野里山再

生モデル」として全国各地の社会課題を抱える地域の模範になると期待されます。 

第１次計画を策定した当初、まったく手探りだったものが、第２次計画では仲間や活

動の輪がより広がりました。それとともに、市外あるいは県外からも里山再生計画の

取組が視察されるようになり、全国的にも里山再生の必要性が認識されるようになっ

ています。 
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 ※1 森林環境税および森林環境譲与税   

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養な

ど、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備などを進めていくことは、我

が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の

増加、担い手の不足などが大きな課題となっています。 

このような状況の下、自然的条件が悪く、採算ベースに乗らない森林について、市町村

自らが管理を行うことを規定した「森林経営管理法」が施行されたことを踏まえ、我が国

の温室効果ガス排出削減や災害防止などを図るための森林整備などに必要な地方財源を安

定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。 

  

【森林環境税および森林環境譲与税の内容】 

◎ 森林環境税は、個人住民税より国税として１人年額 1,000 円を上乗せし課税します。東

日本大震災を教訓とした各自治体の防災対策のための住民税均等割りの税率引き上げが令

和５年度まで行われていることなどを踏まえ、令和６年度からの課税となりました。 

 

◎ 森林環境譲与税は、森林現場の課題に早期に対応する観点から、市町村自らが管理を行       

う「森林経営管理法」の施行と合わせ、課税に先行して令和元年度から都道府県、市町村

への譲与が開始されます。 

  譲 与 総 額：森林環境税の収入額（全額） 

  譲 与 団 体：市町村および都道府県 

  使    途：（市町村）間伐や人材育成・担い手の確保・木材利用の促進や普及および

啓発などの森林整備およびその促進に関する費用 

         （ ）森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用 

    譲 与 基 準：（市町村）総額の９割に相当する額を私有林人工林面積（55％）、 

              林業就業者（20％）、人口（25％）で按分 

         （ ）総額の１割に相当する額を市町村と同様の基準で按分 

 

参考：林野庁ホームページ 

用語解説 
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2 第２次計画期間の成果と課題 
 

 

第２次計画では、第１次計画を土台に、４つのプロジェクト（里山まきの環プロジェ

クト、里山木材活用プロジェクト、里山学びの環プロジェクト、里山の魅力発見プロジ

ェクト）が活動を進めてきました。第１次計画期間から通算すれば、取組は 10 年に及

びます。この間、計画に基づく活動、市民主導で始まった活動、様々な動きが市内であ

りました。結果として里山再生への取組は、広がりと深まりを増し、４つのプロジェク

トの活動成果にとどまらず、市内の全域に広がっています。 

ここではまず、さとぷろ。に関係する団体などがどれほど広がってきたかを概観し、

そして４つのプロジェクト以外にも実施されている多様な取組を振り返ります。また、

第２次計画期間は、第３次計画で礎を強化する大きな２つの機会がありました。それ

が「さとぷろ。機構」の設立と SDGs 未来都市としての選定及び自治体 SDGs モデル

事業の採択でした。これらの概要を述べます。 

 

（１）さとぷろ。に関係する団体などの概観 

本計画自体は、全国的にも類例をみない政策といわれていました。そのため、第１次

計画期間では、各プロジェクトで見出した課題に対して、できるところから実行に移

すといった里山再生に向けた基礎固めを行いました。各プロジェクトの取組形態が他

のプロジェクトと重複していることが課題として確認されたため、第２次計画では５

つのプロジェクトを４つのプロジェクトに再編成し、活動を進めてきました。 

また、第１次計画においては、里山再生計画における様々な取組を地域に浸透させる

ため、愛称を「さとぷろ。」と名付け、普及啓発を図ってきました。 

 さとぷろ。の活動は、年々活動や企画の数が増えており、市内全体で活動の広がりを

見せています。各プロジェクトの活動や団体のつながりを見ると、さとぷろ。の取組に

は市内山林所有者や長野県、多くの事業者などが関わっていることが分かります（図 

2.1、20 頁）。それに加えて各プロジェクトの企画や団体同士もつながりを見せており、

それぞれ得意分野としている活動などを別の企画で発揮する場を展開しています。ま

た、第１次計画から第２次計画までの各プロジェクト取組総数も、第１次計画と比べ

て第２次計画では大きく増加しています（図 2.2、21 頁）。 

このようなさとぷろ。の取組は市外からも注目されおり、多くの行政機関が視察に訪

れています。そのなかで、令和６年度には内閣府の地方創生事業である「SDGs モデル

事業」（49 頁）にも選出されました。
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図 2.1 さとぷろ。活動に関わる主体とそのつながり 
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図 2.2  広がりを見せる各プロジェクトの取組（H27～R6）



 

22 

 

（２）各プロジェクトの振り返り 

１) 里山まきの環プロジェクト 

① 第２次計画の目標 

 

 

② 取組内容 

薪づくりを通した、里山の社会的課題について山林所有者とのコンタクトを試

みました。放置されてしまった果樹の処置について山林所有者へアプローチを行

い、獣害への意識付けや他プロジェクトへの結び付けが出来ました。また、放置

されている山林の価値を山林所有者にも伝えることが活用には重要であるとの

考えから、薪としての山林価値を知るため、「薪のお宝調査会」を実施しました。

同調査会では、林業士の知見も借り、山林の木々がどれくらいの経済的価値を持

つのか、あるいは木工職人にとってどれだけ貴重な資源なのかといった点で新た

な発見がありました。 

さらに薪づくりのフィールドをどうやって見出すか、プロジェクトでは議論を

重ねました。たとえばツキノワグマが里地に柿の実をめあてに山を下りてきてし

まうという課題に着目し、クマ出没箇所を地図に落とし、さらにやぶ状態の人里

に近い森林をあてはめることで、薪として木を伐る活動と鳥獣被害対策の一体的

取組が可能か、地図上の検討と現地確認をたびたび行って協議しました。この結

果として作成した図では（図 2.3）、フィールドを見出すまでの精度が保てない

ことがわかり、次なる方策を模索することになりました。 

 

  

【取組目標※】※計画期間の最終年度における目標値 

薪生産体制の連携が強化され、薪ストーブユーザーへの提供場所、方法、時期が多

様化する。 
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山林の価値を上げるための作戦会議 立木の価値を調査した「薪のお宝調査会」 

 

 
図 2.3 プロジェクト会議で作成した地図 

 

自ら薪づくりができるよう、薪ストーブユーザーやこれから薪ストーブの導入

を考えている薪づくり初心者に向けた「薪づくり講習会」を開催し、多くの参加

者が集まり関心の高さがうかがえました。針葉樹薪の利活用や薪割りのコツなど
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を市内の延べ 90 名を超える薪ストーブユーザーが学び、チェンソーによる薪づ

くりのスキルを身につけてもらうことができました。 

加えて、毎年 200 ㎥以上の松枯れ材を薪として使用している市の温泉施設「し

ゃくなげの湯」において、市民に松枯れ材薪への活用を知ってもらうため、看板

を設置しました。 

 

 
初めてチェンソーを扱う参加者 

 

 
多くの参加者がにぎわう講習会 

 
薪に活用するため運ばれた“松枯れアカマ

ツ” 

 
薪ボイラーに活用される松枯れ材の薪 

 

③ 取組からみえた課題 

■［山林所有者とのつながり] 

…獣害に結び付けたフィールド探しをする上で、山林所有者とのつながりが重

要になることを地権者へのアプローチをする中で、再度確認しました。鳥獣

を誘引する原因となってしまっている果樹や山林所有者が抱える課題につい

て、その情報を収集・集約し、課題解決につなげていく必要があります。 
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プロジェクトコラム 

このプロジェクトでは、市内に眠る薪生産フィールドを開拓することで「里山の課

題解決をしていこう」という切り口で模索し始めました。 

令和元年度に信州大学人文学部が実施した調査によれば、安曇野市内にはおよ

そ 1,600 軒以上の薪ストーブユーザーがいて、約 7,300 立米以上の需要があ

ると推定されました。この調査から５年以上経過し、その数はさらに増えているかも

しれません。 

  薪ストーブユーザーにとっての一番大きな課題は、やはり薪の調達です。完成品

の薪を購入する人、原木を購入し薪割りをしている人、リンゴの木の剪定枝や建

築廃材を譲り受けて薪にしている人などが多いのではないでしょうか。一方で、前

述の調査では自分で山に入って原木を伐採・採取する人も、20％ほどいると明ら

かになりました。 

  これができる人がもっと増えれば、里山の整備も進むのではないか、そのために

まずは、自ら薪づくりができる人材を増やそうと始めたのが、薪づくり講習会です。

この講習会では、チェンソーの正しい取扱い方から目立ての方法、玉切りのコツな

ど、プロの林業士から多くを学ぶことができました。 

  また、「薪といえば広葉樹に限る」というイメージを持っている人もいるのではな

いでしょうか。確かに一般的に広葉樹薪は火持ちが良く火力も安定していること

などから、薪としての人気も高いですが、針葉樹薪にも着火しやすくすぐに暖まる、

薪割りがしやすいといったメリットもあり、しっかりと乾燥させ、正しく使えば、十分

薪として利用が可能です。今後も講習会では針葉樹薪もうまく使いながら、バラン

スのいい薪ストーブライフを送れるような講習を続けていきたいと思います。                  

■［薪供給体制の構築］ 

…薪ストーブユーザーからの薪の需要は年々高まっているものの、安定した供

給システムがありません。自ら薪づくりができる人材育成を継続しつつ、里

山の課題解決につながるような薪生産フィールドの確保や、持続可能で安定

した薪供給の方策を確立していくことが重要です。 
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２) 里山木材活用プロジェクト 

① 第２次計画の目標 

 

 

② 取組内容 

林業事業体、製材加工事業者、建築士それぞれのニーズを実現し、安曇野産材

が地域で使われる仕組みを作るため、情報の共有を始めました。林業事業体では

伐採の情報、製材加工事業者では木材のストック、建築士では木材の使用計画の

情報を入力し、川上から川下まで安曇野産材が適宜供給できる“安曇野産材活用

システム”の構築を試行しました。 

 

 
安曇野産材活用について話し合うメンバー 

 
安曇野産材を見ながら活用方法を検討 

 

安曇野産材活用の研究として、伐採現場や安曇野産材使用の住宅・施設、木材

市場の見学会を開催しました。見学会は新たな安曇野産材活用のアイデア、プロ

ジェクトメンバーの活用への意欲にもつながっています。また、安曇野産材活用

の需要を高めるため、安曇野産材が使われた施設や住宅の建築中に足場幕の設置

を始めました。 

 

【取組目標】 

山林所有者、林業事業者、製材加工事業者、建築士およびユーザーの間で情報を 

共有することにより、需要に応じて安曇野産材が適宜供給される体制を構築する。 
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安曇野産材を使った三郷西部認定こども園 

の新園舎建設現場を見学 

 
安曇野産材使用を示す建築現場の足場幕 

 

「あづみの里山市」は市内で出た支障木などを有効活用し、市民が安曇野産材

を手に入れることができるイベントです。毎年約 200 名の来場者を迎え、木材だ

けではなく里山で活動する団体の出展も多くあり、安曇野産材や里山の魅力に多

く触れる機会となっています。 

 

 
安曇野産材を求めた来場者がにぎわう里山

市 

 
里山の魅力を PR する団体が多く出展 

 

本市で大きな問題となっている「松枯れ材」を活用するため、第１次計画に松

枯れ材を活用した積木を作製しました。第２次計画では積木ワークショップを行

う「あづみの積木キャラバン隊」が発足しました。４年(R２～R５)をかけ、市内

19 園の認定こども園・幼稚園へ出張し、1,000 名以上の園児を対象とした積木ワ

ークショップを実施し、各園に積木と松枯れを題材とした絵本・紙芝居「くくじ

ぃとあかまつ あづみの里山物語」をプレゼントしました。この「あづみの積木キ

ャラバン隊」の取組は、市内認定こども園・幼稚園のみならず、市内外の団体か

らも出張の要望がかかるほど広がりを見せています。 
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紙芝居「くくじぃとあかまつ」の上演 

 
松枯れ材の積木で遊ぶ園児と隊員 

 

安曇野産材を地域のこどもたちの日常に取り入れるため、堀金中学校の１年生

を対象に「堀中木づくえプロジェクト」を新たに企画しました。生徒自身が自分

の机の天板を取り換えてもらうことで、地域材を使うことの大切さを SDGs を絡

めて学習しました。３年をかけ、生徒 260 名の天板を無垢の天板に交換し、“教

室の雰囲気もアカマツの色で明るくなった”、“木のぬくもりを感じる”と生徒た

ちからも声をいただいています。 

 

 
「森林と暮らしのつながり」がテーマの授

業 

 
自ら天板を取り換える堀金中学校の生徒 

 

③ 取組からみえた課題 

■[建築材のみならず日常的に安曇野産材を活用する仕組みづくり] 

…松枯れの積木ワークショップや木づくえプロジェクトでは、松枯れ材活用の

可能性や地域材を使うことの大切さを発信してきました。 



 

29 

 

また、“安曇野産材活用システム”の試行や各種見学会の開催を通して、安曇

野産材の流通の仕組みづくりについて研究をしてきましたが、十分に活用で

きるまでには至っていません。安曇野産材の活用を進めていくには、市民が

様々な場面で安曇野産材に触れる・使えるような仕組みづくりが必要となり

ます。 

 

 

 

 

プロジェクトコラム 

このプロジェクトでは、木を伐りだす林業事業体・木を加工する製材加工業者・木

を使う建築士が安曇野産の木材を市民の生活の中に取り入れるために何ができる

のか。それぞれのメンバーがさまざまなアイデアを出しながら活動してきました。１０

年経った今、プロジェクトメンバーに今の思いを聞きました！  

 

メンバーA（林業）・・・現在伐採される樹種は主にアカマツで、伐採後は地域外に出

てしまうケースがほとんど。伐っている側としても、できるだけ地域

で形に残るようにしたいと強く思っています！ 
 

メンバーB（製材加工）・・・工場へ入ってくる多くのアカマツは曲がっていて４ｍに製

材ができないんです。また、６０年前に植えられたカラマツは乾燥し

たときに大きく歪むため、２ｍ材やカラマツの活用は建築材以外にも

可能性はあるだろうといつも考えています。 
 

メンバーC（建築士）・・・２ｍのアカマツ木材は柱にならず使うことが難しいが、多く

はフローリングや壁板に使われます。安曇野材を使って建てた家は

施主さんにとても喜ばれ、さらに安曇野材と市外材のそれぞれメリッ

ト・デメリットをアピールすればもっと関心をもってもらえるのではな

いかと思っています。 
 

メンバーD（事務局）・・・樹種によってできること・できないことがあると思いますが、

安曇野で育った木を安曇野で活用することの大切さや素敵さが多

くの人へ伝わってほしい！その思いは 10年前から何も変わりません

し、これからも変わりません！！ 
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３) 里山学びの環プロジェクト 

① 第２次計画の目標 

  

 

 

 

 

 

② 取組内容 

第１次計画から始まった「さとぷろ。学校」は第２次計画でも継続され、Ｒ２

～Ｒ６の受講生数は延べ 103 名となり、５年間で 20 代～80 代までの幅広い世代

の方が受講しました。参加者層を広げるため、プログラム内容を里山活動の入口

となる内容に変えて実施しました。 

 

表 2.1 さとぷろ。学校 プログラムの一例 

単位 講座内容 

第１講 オリエンテーション、里山の歴史や植物の見方を学ぶフィールド散策 

第２講 
野生動物が里へ下りてくる原因をフィールドで考える講座 

「もりっち！」に森林整備の楽しみ方を教わりながら手のこを使った整備体験 

第３講 
地域活動を行う清水里山整備協議会から楽しく続ける地域活動についてのお話 

竹を使った工作体験や竹林の特徴を学びながら竹林整備体験 

第４講 
人工林の歴史や森林整備の考え方をフィールドで学び、大きな木の伐採見学 

木の伐採において危険な事例や伐採方法についての講習 

第５・６

講 

フィールドにて間伐する木の選び方、手のこを使った木の伐採実技講習 

かかり木になった際の処理方法、牽引道具の使い方の実技講習 

第７講 

室山の歴史や活動の紹介、アカマツ林整備体験 

里山で活動する団体の紹介、“これからの里山で活動してみたいこと”の発表 

受講生とスタッフの交流会 

 

 

 

【取組目標】 

さとぷろ。学校の受講生の年齢層を広げ、里山活動に関心のある幅広い年齢層を対象

としたプログラムを企画し、終了後に楽しみながら里山で活動する市民を増やす。 
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第１講 地形や地質から植生を学ぶ 

 

 
第２講 野生動物対策のフィールド見学 

 
第３講 細い竹を使った竹林整備体験 

 
第５講 森林の特徴から間伐する木の選び

方 

 

「さとぷろ。学校」修了生が立ち上げた、「もりっち！」の活動は現在でも継

続され、修了生延べ約 300 名が参加しています。月に１回、森林整備について学

びながら楽しく活動を続けていることは大きな成果と言えます。また、修了後新

たに企画を立ち上げて他プロジェクトでイベントを企画する修了生も増えまし

た。 
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楽しみながら整備を行っている｢もりっ

ち！｣ 

 
広葉樹林整備を学ぶイベントを企画 

 

 

次世代を担うこども達の人材育成のため、市内のこども達に森林について学ん

でもらう「キッズもりっち！」を開催しました。「もりっち！」のメンバーが講

師となり、里山での楽しみ方を体験しました。また、市内の“あづみの自然保育”

に取り組んでいる認定こども園と、さとぷろ。活動フィールドを繋げる「森の保

育応援チーム」が立ち上がりました。 

 

 
｢キッズもりっち!｣で手のこを使った伐採

体験 

 
フィールドを確認する｢森の保育応援チー

ム｣ 

 

③ 取組からみえた課題 

■[さとぷろ。学校修了生へのアプローチ] 

…里山への入口となる「さとぷろ。学校」に参加する幅広い世代の受講生が増

えたこと、修了生による里山での新たな企画や団体が生まれたことは大きな

成果です。今後は幅広い世代の受講生が、修了後に里山で様々な活動ができ
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るフィールド確保に加え、他のプロジェクトや団体とつながりを深めていく

ことが重要となります。 

 

 

 

 

  

プロジェクトコラム 

このプロジェクトの取組の大きな柱はさとぷろ。学校です。この運営の肝は、な

んといってもプログラム構成！毎年プロジェクトメンバーは、いかに受講生の興

味・関心に刺さるプログラムにするか、模索を続けています。 

取組が始まった初期の頃、里山で活動できる人材を育てるため、プログラム

の中心は「林業」でした。道具の使い方から始まり木材の市場見学まで、かなり

本格的・実践的な内容を多く取り入れていました。 

近年では受講生の年齢層も広がり、里山に関する興味や関心も多様化して

います。きのこや山菜、ジビエなど食に興味のある人、動植物に興味がある人、

森林浴やアウトドアなど様々な森林の活用方法に興味がある人など。このよう

な傾向に合わせて、里山での幅広い活動を知ることができるプログラムを加え

るようになりました。 

例えば、明科の清水地区では若者が中心となって「清水里山整備協議会」を

立ち上げ、里山整備を行っています。この地区の特徴は、住民もワクワクするよう

な多彩な活動を展開し、地区内外からの参加者・協力者を巻き込んで地域づく

りに繋げている点です。 

清水里山整備協議会がこども会とコラボして開催された「ＳＨＩＭＩＺＵ ＱＵＥ

ＳＴ（清水クエスト）」というイベントを講座の中に入れたこともあります。木の枝

で作ったパチンコと竹で作った玉を武器に、作業道で出会う獣たち（看板）と戦

う受講生たち・・・。時間も忘れ的当てに夢中になる受講生の姿がありました。 

多くの人が安全に里山を楽しめるよう、そして一人でも多くの仲間を作るた

め、プロジェクトメンバーの模索は続きます！！ 



 

35 

 

４) 里山の魅力発見プロジェクト 

① 第２次計画の目標 
 

 
 

② 取組内容 

このプロジェクトでは、楽しく里山で活動することをモットーに様々なイベン

ト・活動を展開しています。里山の魅力を発見する企画では、動物に着眼点を置

いた観察会の開催や地元の人がボランティアで整備した遊歩道を歩くイベント

を開催しました。 

 

 
｢里山魅力発見隊｣川に入りカワネズミを探

索 

 
｢荻原里山歩き｣整備された遊歩道を歩く 

 

里山で活躍する仲間を増やすため、里山での楽しみ方やスキルを伝授する企画

を開催しました。「ハンターと歩く里山」では、実際に活躍する猟友会が猟場を

案内し狩猟について学びました。このイベントを通して７名以上の人が新たに安

曇野市猟友会に加入する成果も生まれました。都市圏からの参加者に安曇野市の

里山整備を体験してもらう「安曇野 森林の楽校」は年々、内容を充実させなが

ら継続して開催しています。 

【取組目標】 

市内の里山の豊富な魅力が明らかになり、里山を楽しむ場、機会そして市民の関わり

が多様化する。 



 

36 

 

 
｢ハンターと歩く里山｣雪山で獣の痕跡を探

す 

 
｢森林の楽校｣都市圏の参加者が森林整備体

験 

 

さとぷろ。全体の取り組みや活動を多くの市民の方へ紹介、社会的課題に対し

楽しく学ぶ「けもの塾」、「あづみの里山フェスタ」を開催しました。「けもの

塾」では狩猟をテーマとして、今と昔の里山事情や狩猟ならではの事柄をトーク

ショー形式で開催しました。「あづみの里山フェスタ」ではテーマをサルとして、

一般の方にもサルの習性について知ってもらえる機会となりました。来場者約

1,000 人を超える大きなイベントとなり、里山に関わる多くの団体が出展し、里

山の魅力を発信する企画となりました。 

 

 
｢けもの塾｣若手ハンターから実体験を紹介 

 
｢あづみの里山フェスタ｣猿回しを通して 

サルの習性を周知 

 

市内の放置された里山を、楽しく整備する市民団体・企画が新たにたくさん増

え、「ミライの室山」や「森林整備し隊」、竹林整備団体の「ちくりんず」が立

ち上がりました。第１次計画から始まった「よみがえれ！マツタケ！」も継続し

ています。活動だけではなく、各団体が主体となったイベントも多く開催し、市

内各地で着々と仲間を増やしています。 
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｢よみがえれ！マツタケ！｣マツタケ復活 

のため行うアカマツ林整備 

 

 
｢ちくりんず｣明科の繁茂竹林をフィールド

に活動 

 
｢ミライの室山｣キノコの駒打ち体験会を開

催 

｢森林整備し隊｣淡竹タケノコ特徴について 

聞く参加者 

 

③ 取組からみえた課題 

■［里山に関わる市民をさらに増やすための魅力発信］ 

…第２次計画では多くの企画・活動ができ、市内各地で里山活動が繰り広げられ

ています。しかし、まださとぷろ。の取組を知らない市民はたくさんいます。

次のステップとしては、さとぷろ。の活動を多くの市民へ発信し、里山に関わ

る市民をより増やす仕組みづくりが必要となります。 

 

■［広い視野で里山の社会的課題解決に取り組む］ 

…鳥獣害や竹林繁茂などの社会的課題にアプローチするような企画が増えたこと

を踏まえ、つながりがなかった分野とも連携し、新たな視点で具体的に社会的

課題の解決に取り組むことが重要になります。 
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プロジェクトコラム 

このプロジェクトは名前の通り、里山の魅力を発見するためさまざまなジャ

ンルからイベントを行うプロジェクトです。それぞれやりたいことを持ち寄り、プ

ロジェクト会議でいろいろな角度から意見をもらい、企画を形にしていきます。

里山に関することであればなんでもありのスタンスでこの１０年間取り組んで

きました。 

里山の魅力は狩猟・林産物・里山歩き・動植物 etc…たくさんあります。森

林整備を楽しむ人たちもこのプロジェクトには多く、毎日のように市内を整備

し回っている人も少なくないかもしれません。さとぷろ。に関わる人たちの里山

へのモチベーションはとても図り知れません！そんな人たちが、イベントや活動

を支えているのです。 

里山で楽しむ人たちを写真付きで紹介したいと思います。 

 

 

穂高で開催したムササビ観察会の様

子です。年齢関係なく、ムササビの巣

にみんなが集中しています。里山への

関心に男女や年齢は関係ありませ

ん。 

笑顔が素敵ですよね。アカマツ林整備

を行って、この日はたい肥づくりまで行

いましたがこの笑顔です。里山で体を 

動かすことが楽しいのです。  
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（３）市民が主導する里山再生の取組 

１）長峰山山頂草地整備 

長峰山山頂の草地は、かつて地元農家が家畜に与える餌として草を採取し、活

用していたので草地の環境が維持されてきましたが、農業技術の進歩などの理由

から採草地としての役割がなくなりました。しかし、同時期に開通した林道の効

果により、眺望を生かした観光地として位置づけられ、引き続き地元で管理が行

われてきたことにより、希少植物が生育する環境が維持されています。このよう

な環境を保つため、年２回、地域住民や「特定非営利活動法人森倶楽部２１」な

どとともに、さとぷろ。も協働し、環境保全活動を行っています。 

 

 

貴重な草地を守るため多くの人が 

草刈りに参加 

 

「森倶楽部２１」の活動が 20 周年を 

迎えて出版された書籍 

 

２）薪づくりを通じた森林整備など広がる取組の輪 

さとぷろの趣旨に沿って、市内各地で森林整備をする「あづみの樹楽会」では、

クマの通り道となっていた国営アルプスあづみの公園内の烏川河川敷で、さとぷ

ろ。と協力し緩衝帯整備としてやぶ払いや樹木伐採を実施しました。また、国営

アルプスあづみの公園と連携して、さとやま楽校「里山再生の教室」を開催し、

里山整備について学ぶ取組を実施しました。 
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やぶ払いを行い見通しが良くなった河川敷 
 

「里山再生の教室」公園内森林の植生を調

査 

３）木工体験 

市内の木工倶楽部などでは、安曇野産の木を活用したプランターや箸などを製

作する木工体験を実施しています。市内イベントや東京都江戸川区などと連携し

て江戸川区立穂高荘で実施するなど、幅広い年齢層を対象として、木の感触や温

もりが感じられる機会づくりをしています。 

また、市内小学校で安曇野産の木を使った鳥の巣箱やベンチを作りました。安

曇野市の里山へ関心を持ってもらえるよう、授業の一環として行っています。 

 

 
松枯れ材を使ったプランターづくり 

（江戸川区立穂高荘） 

 
松枯れ材を使った鳥の巣箱づくり 

(豊科南小学校) 
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（４）多様な年齢層にアプローチする市や県の取組 

１）あづみの自然保育 

本市では、幼児期の子どもたちが屋外での遊びや自然とのふれあいを通して、

豊かな経験を重ね、体力や知力、感性や自己肯定感を育むことを目的に、「あづ

みの自然保育」を推進しています。安曇野市の豊かな里山をフィールドとしたさ

まざまな保育活動が展開され、市内すべての認定こども園が長野県の「信州やま

ほいく」の認定を受けています。 

 

 
明科北認定こども園｢くじら雲｣のこどもた

ち 

 
園児たち自身の足で上った明科の山 

 

２）学有林内での森林整備体験 

学有林とは、子どもたちが森林整備作業を体験しながら実際に森林環境への理

解を深めるとともに、木材資源の活用などを目的としている森林です。 

安曇野市内では５校（堀金中学校、穂高西中学校、豊科南中学校、豊科北中学

校、明科中学校）が学有林を有しています。現在、学有林作業を行っているのは

２校（堀金中学校、穂高西中学校）で、それぞれの学有林において、かつて植林

したヒノキの間伐作業を実施しています。 

 

  
林業士の話に耳を傾ける穂高西中学校の生
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ヒノキ林の間伐を体験(堀金中学校) 徒 
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３）みどりの少年団 

みどりの少年団は、緑を守り育てる活動を通じて、人間教育を進める自主的な

団体です。現在、市内の８校（堀金小学校、穂高北小学校、穂高南小学校、穂高

西小学校、豊科南小学校、明北小学校、堀金中学校、穂高西中学校）が、シイタ

ケの栽培体験や学有林作業など、それぞれで特色のある活動を実施しています。

また、長野県内の少年団が集まる交流集会にも、代表の学校が参加し、他校との

交流や情報交換を行っています。 

 

 
木製の棒やピンを使った「モルック」を体

験 

 
フィールドワークのあと、森での発見を発

表 

 

４）森林（もり）の里親促進事業、みどりの募金事業 

市内では、県が推進する「森林の里親促進事業」を積極的に取り入れ、新しい

かたちの森林づくりに取り組んでいます。事業者は、地域と連携した森林づくり

を支援することにより、「地球環境保全に貢献する企業」というイメージを広く

アピールできるほか、様々なメリットが生まれます。本市としては、里親となる

事業者と地域住民や、市民団体などとの円滑な交流が図られるよう支援をしてい

ます。本市では、富士電機メーター㈱が堀金烏川の森林、ゴールドパック㈱が穂

高牧の森林において森林整備活動を行っています。また、明科長峰山では生活協

同組合コープながのが特定非営利活動法人森倶楽部２１の協力を得て、活動を実

施しています。 

さらに、「みどりの募金事業」としてエア・ウォーター㈱と公益社団法人国土

緑化推進機構、安曇野市の３者で協定を結び森林整備活動を行っています。 
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ゴールドパック㈱「常念湧水の森林」 

記念式典（R４年５月４日） 

 

 
エア・ウォーター㈱「安曇野エア・ウォー

ターの森」記念式典：R４年６月 11 日 

 
整備で出た丸太で薪割り体験 

（富士電機メーター㈱） 

 
家族でキノコの駒打ちを楽しむ活動を実施

（ゴールドパック㈱） 
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（５）鳥獣被害抑制という社会課題の解決に直接的にアプローチする市の取組 

１）鳥獣被害対策で必要な三本柱の総合的な推進 

鳥獣被害対策は、里地側にけものを誘引する放置された果樹などをなくす環境

整備、けものの農地への侵入を防ぐ侵入防止、そして里地にある農作物などに餌

付いてしまい何度も里地に出没する加害個体を捕獲する有害捕獲をバランスよ

く実施することが重要とされています。 

本市では、国や県の支援も受けながら地域の取組を支援するとともに、捕獲に

おいては地域の狩猟者の献身的な貢献にも支えられ、必要な捕獲を進めてきまし

た。これらの対策に取り組む一方、本市を含め県内、そして全国的には鳥獣被害

は十分抑制されない現状があります。特に本市ではニホンザルが里地に出没し、

様々な被害をもたらすことに対して対策を講じつつも顕著な効果が得られない

時期が続きました。 

そこで本市では、環境整備や捕獲を進めつつも追い払いを強化する次の対策に

取り組んできました。 

 

２）サル追い払い隊の結成 

鳥獣被害の中でも、頻繁に人里に出没するようになったサルによる農作物など

の被害が問題となっています。この対策として、令和５年度に、市の事業として

「安曇野市ニホンザル追い払い隊」を結成し、人力でサルを人里から山際に追い

払う活動を始めました。隊員は非常勤公務員として任用され、現在 80 名を超え

ます（令和６年 11 月現在）。隊員たちは受信機とスマートフォンアプリを使い、

サルの位置情報を把握して数名の隊員で追い払いを実施します。追い払い開始後

約半年でサル群れの行動範囲は少しずつ山側へ移動しており、活動の成果が出つ

つあります（図 2.4）。 
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追い払い隊任命式（令和５年８月８日） 

 
隊員同士が連携して追い払いを実施 
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図 2.4 追い払い隊活動実施前後のサル群れの滞在位置と移動距離の変化 

（追い払い活動開始後半年までの GPS 発信器データ分析より） 

  

↑追い払い隊の活動を実施する以前、サ

ルの群れは、98％の割合で人が生活する

集落近くに滞在していました。 

それが追い払い活動が始まるとその割合

が 76％まで下がり、本来の生息地である

山側に移動しました。 

 

↑追い払い隊の活動の開始後、サル群れ

の移動距離が長くなりました。これは、追

い払いによって山側にサル群れを追いや

ることができているということです。 



 

48 

 

（６）里山再生の推進を支える「さとぷろ。機構」の設立 

第１次計画から通算して 10 年間の取組は、人の環と取組を広げました。さと

ぷろ。の活動に賛同し、参画する「さとぷろ。サポーター※1」の登録者数は 400

人を超え、年間のイベント件数は 60 回に及んでいます。このように着実に歩を

進めるさとぷろ。を一層前進させるには、そして活動するすべての人のニーズに

応えるためには、従来のようにさとぷろ。の事務局を安曇野市耕地林務課だけが

担う体制には、様々な面で限界も生じてきました。 

環境基本法第 15 条に基づき令和６年度に国が策定した第６次環境基本計画で

は、多様な主体のパートナーシップの充実・強化などに中間支援機能の重要性が

繰り返し、指摘されています。まさにさとぷろ。が置かれた現状は、この中間支

援機能を欲するものでした。すなわち、市民、事業者、行政による参画者数が増

え、活動の種類や回数が増す状況の中、活動基盤（例として活動拠点の整備、共

有資機材の整備や活用ルールの定め、連絡調整の仲介や情報提供の充実）を整え

橋渡しをする中間支援組織の立ち上げへのニーズです。 

そこで、里山再生計画推進協議会有志がメンバーとなり、中間支援組織として

の官民協働の任意団体「さとぷろ。機構」を令和４年 12 月 8 日に設立しました。

第２次計画期間においては、さとぷろ。機構は基盤整備を徐々に進める段階とし

て、プロジェクトメンバーと意見交換を進めました。令和６年度には「自治体 SDG

ｓモデル事業」（49 頁）の採択を契機に組織化や拠点の整備を加速することにな

りました。 

さとぷろ。機構は、プロジェクト活動のプラットフォームの役割を担いつつ、

社会的課題（松枯れや鳥獣被害対策など）の解決に向けた取組も展開していきま

す（今後の詳しい事業内容は 70 頁）。 

 

  

さとぷろ。機構の基本理念 

・安曇野市里山再生計画の具体的な取組み推進に関する諸事業を行って、計画が目指す

将来像の実現を目指します。 

・市民・事業者・行政機関などの様々な主体と連携して「さとぷろ。」を推進します。 

・主体同士をつないで、活動内容の広がりや厚みを創出することによって、持続的に  

さとぷろ。の活動できる仕組みを整えます。 

  

※１ さとぷろ。サポーター さとぷろ。のサポーター制度の名称。各プロジェクトには属し

ていないものの里山やさとぷろ。の活動に興味がある安曇野市内外の方に登録いた

だき、さとぷろ。の活動内容やイベント情報等を配信しています。 

 

用語解説 
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（７）里山における SDGs達成に向けた取組 

本市では、2030 年のあるべき姿を「自然、文化、産業が織りなす共生の街 安

曇野」とし、安曇野の自然、文化、産業の共生に加え、誰ひとり取り残さない「共

生」の視点を加え、持続可能で誰もが幸せに暮らすことができるまちづくりを目

指すことを掲げました。その結果、令和６年５月、本市は内閣府が進める「SDGs

未来都市※1※２」に選定されました。 

そして、この SDGs 未来都市の取組計画のうち、「経済」、「社会」、「環境」

の三側面をつなぐ統合的な取組として、里山再生活動「さとぷろ。」の取組を核

とした、「里山からつながる安曇野共生プロジェクト」が、特に先導的な取組に

あたるとして、「自治体 SDGs モデル事業」へも選定されました。このモデル事

業への選定は長野県内でも初めてであり、第 1 次計画からの約 10 年間、さとぷ

ろ。に多くの人々が関わり、持続的に発展をしてきた結果、SDGs の達成に向け

た取組への期待の表れとも言えます。 

    このモデル事業では、令和６年度から３年間で以下の事業を展開しながら、

さとぷろ。の持続性、発展性を高める取組を推進していきます（表 2.2）。 

 

 

 

 

図 2.5 森林の循環利用と SDGs との関係  

出典：協力 林野庁林野図書資料館/イラスト 平田美紗子 
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表 2.2 SDGs モデル事業の取組 

 

 

 

取組内容 具体的な取組の例 

里山プラットフォームと

してのさとぷろ。機構の

構築 

・さとぷろ。機構が各プロジェクトの活動を支援し強化してい

くためのルール作り、仕組みづくりを行うとともに、さとぷ

ろ。機構の人員体制を整備し、法人化にむけた検討を行いま

す。 

・さとぷろ。に関わる多くの人々が集い、語り合うためさとぷ

ろ。の活動拠点となる施設の整備や活動備品の整備など、ハ

ード面での整備を進めます。 

里山や木材を活用した市

内産業のイノベーション 

・さとぷろ。自体の持続性・発展性を担保していくため、さと

ぷろ。の活動に共感する企業に参画してもらうなど、さとぷ

ろ。と社会経済活動との接続を模索します。 

・安曇野産材やジビエなど、里山の様々な恵みの付加価値を向

上させ、里山で稼げる環境の整備を図ります。 

SDGs ワンモアアクショ

ンの推進 

・多くの市民が里山に関わるきっかけの幅を広げるため、環境

に関わる様々な団体と連携し、様々なイベントの中で里山資

源の活用や植樹など SDGsに寄与する取組を実施していきま

す。 

Ｊ-クレジットの推進 

・J-クレジット制度を活用し、カーボンニュートラルの実現に

つなげていくとともに、クレジットの販売益を活用しさらな

る里山再生の取組を進めていきます。 

安曇野モデルの里山循環

の構築 

・製材過程で出るおが粉や端材、伐採現場の枝条などの林地残

材、伐採竹などを、バイオマス発電や堆肥などとして利用す

るなど、里山資源の地産地消を目指します。 

・里山まきの環プロジェクトや里山木材活用プロジェクトなど

とも連携し、市内における里山資源の循環モデルを構築しま

す。 

※１ SDGs   持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）とは， 

2015 年 9 月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された，2030 年ま

でに持続可能でよりよい世界を目指す国際的な目標であり、17 のゴール・

169 のターゲットから構成されています。 

※２ SDGs 未来都市 地方創生に資する地方公共団体による SDGs の達成に向けた優れた取

組を提案する都市として、内閣府から選定を受けた自治体です。 

用語解説 
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（８）さとぷろ。を浸透させる取組 

１）広報活動とさとぷろ。サポーター制度 

第 1 次計画においては、里山再生計画における様々な取組を地域に浸透させる

ため、愛称を「さとぷろ。」と名づけ、ロゴマークやステッカー、リーフレット

などを作成し普及活動を行うとともに、ホームページや Facebook を開設し、さ

とぷろ。活動の紹介を行ってきました。 

こうしたプロモーション活動と地道な取組が実を結び、市内の里山に関わる主

体は着実に増えています（図 2.1、20 頁）。また、平成 27 年度に始めた「さと

ぷろ。サポーター」登録制度では、さとぷろ。に関係するイベント情報などを事

務局よりメール配信を行い情報の周知を図りました。それにより、さとぷろ。サ

ポーターは 407 名（令和６年 11 月現在）にいたっています。 

 

 

さとぷろ。ロゴマーク 

 

  
さとぷろ。サポーターを募集するリーフレット 
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さとぷろ。ホームページ画面 

 

 

さとぷろ。SNS サイト画面 

 

 

２）さとぷろ。の浸透を測る指標「市民意識調査」 

本市が令和５年度に実施した市政全般に関する市民意識調査（参考資料、78頁）

では、さとぷろ。を「知っている」と回答した市民は、対象者の 18.5％でした（図 

2.6、53 頁）。平成 30 年度に実施した同調査では、15.9%でしたので、伸びは 2.6%

程度です。この伸び幅を同調査の対象者である 18 歳以上の市民 8 万人超に対す

る割合とすれば、人数に換算して 2,100 人の伸びということになります。このよ

うな伸び幅への評価は難しいところですが、少なくともさとぷろ。を知る市民は、
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未だ２割にも満たないということは受け止めるべきことと考えます。 

一方で、同調査において「里山再生や森林保全の活動などへの興味」を尋ねた

ところ、「興味がある」と回答した対象者は延べ 60%以上にのぼりました（図 2.7、

53 頁）。この割合は、前回調査と同じ水準です。これらの結果からうかがえるこ

とは、興味があるもののきっかけがなく、里山再生の環に参加できていない市民

の多さです。 
 

 
図 2.6 さとぷろ。を知っている市民の割合 

参考資料：78 頁 

 

 

 

 図 2.7 里山再生や森林保全の活動に興味をもち、参加する市民の割合 

参考資料：78 頁 

  

知っている, 
15.9%

知らない, 
84.1%

n=759

(H30年度) （R6年度) 

知っている

18.5%

知らない

77.3%

未回答

4.2%

ｎ＝877
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 図 2.8 第２次計画におけるプロジェクト構成と機能 

 

  

さとぷろ。機構 
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3 第 3 次計画における具体的取

組 
 

 

第２章で述べてきた第 1 次計画および第２次計画の振り返りを基に、ここでは

第３次計画の具体的内容を述べます。 

 

（１）計画が描く里山の未来像 

計画が描く里山の未来像は、第 1 次計画から変わるものではありません。市内

の里山である西山と東山とでは、その地域特性が異なるものの、この計画では、

里山の未来像を地域ごとに限定するのではなく、本市全体の大きな取組方針とし

て考えます。 

この計画が描く里山の未来像とは、多様な林齢・樹種からなる森林や草地がバ

ランスよく配置された明るい里山です。そこでは、多くの人々（市民、事業者、

行政）が活動し、里山の資源を活発に利用しています。そうした里山は、市民に

とって訪れやすく親しみのもてる環境となり、動物、昆虫その他の生物が互いに

バランスをとりあった生物多様性に富んだ豊かな自然環境が形成されます。また、

多くの市民の目が里山の森林に向けられ、木材利用が進展することは、過密・高

齢化による森林の脆弱
ぜいじゃく

化を防ぎ、森林の土砂災害防止機能や水源涵養機能の維

持向上にも役立ちます。そして里山は、災害の少ない安全な暮らしを実現し、き

れいな水の確保につながり、森林資源の提供、レクリエーションの場、人が大自

然の営みを知る貴重な場となって、私たちの暮らしを豊かにしてくれると期待さ

れます。 

ただ、こうした里山の理想像は、一朝一夕に作り上げられるわけではありませ

ん。未来の里山への第一歩は、少しずつでも里山の資源を利用する気運を高める

仕組みをつくり、市民の関心が里山に向かうことです。 
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図 3.1 里山の未来像 

１.多種多様な環境から成り立つ里山 
多種多様な林齢・樹種からなる森林や草地がバランスよく配置された明るい 

里山を作ります。また、そのような環境は、林床に咲く花や昆虫、鳥類・動物な

どが多様に生息する場となります。 

２.多くの人々が里山を資源として利用 

里山が、市民にとって親しみのもてる場となり、レクリエーションの場、森林

資源を得る場、大自然の営みを知る場として機能します。 

３.災害の少ない安全な暮らしをもたらす里山 

木材利用の進展による森林の土砂災害防止機能や水源涵養機能の維持向上が、

災害の少ない安全な暮らしを私たちにもたらします。 

●●●● ●●●●
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（２）第３次計画の方向性 

ここまで述べてきたように、第 2 次計画期間においてさとぷろ。はプロジェク

トのみならず市民主導の取組も広がってきました。第 3 次計画において重要なこ

とは、取組を継続すること、その仕組みを整え、運用することと考えます。 

取組を継続するということは、それぞれの主体が自律的に、主体的に活動する

ことが基本です。さとぷろ。は、それぞれの有志に基づく活動が前提だからです。

この原則は、第 1 次計画から共通しています。第 3 次計画においては、それを一

層、実現しやすいよう仕組みを整えること、その結果として活動の環がさらに広

がることを目指します。 

これらにより、市民へのさとぷろ。の認知度が向上する、という循環を目指し

ます。そのためには、引き続きさとぷろ。が、里山に端を発する社会課題に向き

合う取組も重要と考えます。 

 

 

 

  

【第３次計画のコンセプト】 

■市民等の活動が引き続き自律的、主体的に展開できるよう、仕組みを整え、動

かす。 

■その結果として、さとぷろ。の認知度を向上させる。 

■さとぷろ。の意義を広め、ひいては里山再生を前進させるため、里山に端を発

する社会課題に向き合う活動を展開する。 



 

58 

 

（３）第３次計画が目指す目標 

第 3 次計画においては、里山の未来像を実現するために、「里山への市民の関心」

を一つの指標として、その到達点を明確にするために、さとぷろ。全体の到達目標

を数値目標として次のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

さとぷろ。の活動の環も広がり、市内全体に活動フィールドが展開されるなか

で、さとぷろ。の認知度は平成 30 年度からの約５年間で 2.6％程度増え、さとぷ

ろ。に関わる、または認知している市民の実数は大きく増えたと言えます。一方、

割合としては未だ 20％に満たない状況にあります。第 3 次計画では、さとぷろ。

に関係するすべての取組の結果として、市民意識調査における市民の認知度(さ

とぷろ。を知っている人の割合)を 30％超とすることを目指します。 

また、さとぷろ。に関係するイベント・情報などの発信を目的に構築したさと

ぷろ。サポーター制度の登録者数は、第 1 次計画から第 2 次計画にかけて、180

名から 400 名とほぼ倍増しました。このさとぷろ。サポーターは、さとぷろ。に

参画する、応援するという、いわば仲間です。この仲間を、第 3 次計画終了時点

に、600 名にすることを目指します。 

今後は、市とさとぷろ。機構が連携して取組全体の仕組みづくりを行い、さと

ぷろ。機構はさとぷろ。活動の基盤として、また中間支援組織としての機能を発

揮し、各プロジェクトの取組を支援していきます。 

そして、各プロジェクトにおいては第 2 次計画に引き続き状態目標を設定し、

個々の活動を主体的に推進していくことで、さとぷろ。全体の目標を達成するこ

とを目指します。 

 

  

【さとぷろ。全体が目指す到達目標】 

■市民意識調査における市民の認知度を 30％超にする 

 ■さとぷろ。サポーターを 600 名にする。 
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（４）各プロジェクトの取組 

１）里山まきの環プロジェクト 

① プロジェクトが目指す成果 

このプロジェクトでは、市民、事業者、行政が協働して、木質バイオマスのう

ち最も身近に利用できる安曇野産の薪を自らの手で生産し利用しながら、薪の地

産地消を図ります。管理されていない森林に手を入れることにより薪を生産する

だけではなく、森林の整備も行っていきながら、現代版の里山資源利用のあり方

の仕組みを構築します。 

 

 

 

【取組目標】 

里山の課題解決につながる薪生産体制が確立され、薪ストーブユーザーへの提供場

所、方法、時期が多様化する。 
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61 

 

② プロジェクトの内容 

山林所有者などから里山に関する困りごとや課題に関する情報の収集と集約、

蓄積を通して、社会的課題の解決とリンクした薪生産フィールドの確保に取り組

みます。また、自ら薪生産ができる薪ストーブユーザーを増やせるよう人材育成

に取り組むとともに、針葉樹薪の利用促進や薪ステーションの仕組みなども検討

し、安定的な薪供給体制を構築します。 

 

表 3.1 取組の一例 

 

  

取組項目 取組の概要 背景 

山林所有者との連携を

通じた薪生産フィール

ドの確保 

・地域や山林所有者などからの

相談や困りごとの情報を収集・集

約し、解決に向けた取組につなげ

る仕組みづくりを行う。 

・山林所有者が抱えている課題

を把握し、薪生産フィールドとし

て提供するメリットを創出する。 

地域や山林所有者が抱える困

りごとや課題と、薪生産・供給

のリンクが十分でない。山林

所有者とつながり、里山資源

の活用につながる仕組みづく

りが必要。 

薪供給体制の構築 

・薪づくり講習会など、人材育成

の取組をさらに充実させる。 

・薪ステーションの整備など安

定的な薪供給の方策を検討し具

体化する。 

市内の薪需要は増える一方、

供給体制は十分でない。放置

された山林や支障木、誘引果

樹などの活用の仕組みや、安

定的で持続可能な薪の供給体

制の構築が必要。 
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２）里山木材活用プロジェクト 

① プロジェクトが目指す成果 

このプロジェクトでは、市内の里山で生産される安曇野産材の生産・流通・消

費に関係する個人・事業者（森林組合・個人林業者・木材業者・建築士など）お

よび行政が協働して、本市独自の小規模な安曇野産材市場の構築を目指します。 

安曇野産材の利用は、建築構造材としてだけではなく、床材・壁板材から日常

的な安曇野産材の需要まで視野に入れ、取り組みます。 

 

 

 

【取組目標】 

山林所有者、林業事業者、製材加工事業者、建築士およびユーザー間での情報共有

による供給体制を構築するとともに、市内外の需要の幅を広げる。 
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② プロジェクトの内容 

第２次計画で試行した循環システムをより活発化させ、川上（山主・林業事業

者）、川中（製材加工事業者）、川下（木材ユーザー）に安曇野産材が円滑に供

給される仕組みを確立します。さらに、川下への働きかけとして地域材を利用す

る価値を発信し、多くの市民に安曇野産材に触れてもらう取組を進めます。 

 

表 3.2 取組の一例 

取組項目 取組の概要 背景 

木材生産地から製

材加工業者、利用者

との情報共有の強

化 

山林所有者、林業事業者、製材加

工業者、そして建築士や工務店な

どが積極的に情報の共有・更新を

行い、安曇野産材の流通を促して

いく。 

安曇野産材が円滑に流通す

る仕組みを作るため、安曇

野産材の需給やストックの

情報を川上から川下の事業

者間で共有する必要があ

る。 

安曇野産材利用の

プロモーション活

動 

安曇野産材を活用することがも

たらす暮らしへの恵みなどをわ

かりやすく伝え、市場を開拓する

活動を展開する。 

積木ワークショップや里山

市などの企画を通した安曇

野産材の魅力発信を行って

きたが、安曇野産材がより

市民の皆さんの身近に感じ

られる仕掛けが必要であ

る。 
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３）里山学びの環プロジェクト 

① プロジェクトが目指す成果 

多くの市民が里山で活動をするための基礎的な技術・知識を身につけてもらう

ことを目的として、「さとぷろ。学校」を継続します。この取組により、自ら里

山に入り、楽しみながら活動できる人材を増やします。 

 

 

 

 

【取組目標】 

幅広い年齢層や里山に対する様々な興味・関心を持つ市民が楽しめるような学び

の場を提供し、受講生が自らに合うフィールドや活動に繋がる仕組みを構築する。 
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② プロジェクトの内容 

第２次計画まで継続してきたさとぷろ。学校の修了生は 100 人を超え、年齢層

の広がりも見られます。また、修了生がスタッフや講師となる学びの循環が生ま

れつつあります。第３次計画では、里山への入口としての機能をより充実できる

さとぷろ。学校の多様なカリキュラムを検討するとともに、修了後も継続して里

山活動に関わるためのフィールドや機会を提供するために他のプロジェクトや

企画とも連携を深めていきます。 

 

表 3.3 取組の一例 

取組項目 取組の概要 背景 

里山で活動できる

場の確保とつなが

りの創出 

プロジェクトで里山について

学んだ人がその後も里山活動

が続けられるよう、他のプロ

ジェクトや「さとぷろ。機構」

と連携を深め、活動機会・場所

の展開を進めていく。 

里山での活動は様々であり、

さとぷろ。学校の限られたカ

リキュラムの中だけでは伝え

きれない。次のステップへ進

めるような仕組みが必要。 

受講生、スタッフと

もに学べるさとぷ

ろ。学校の仕組みづ

くり 

受講生のニーズを的確にとら

えたカリキュラムを創出する

とともに、スタッフも楽しめ

る運営のあり方を検討する。 

受講生の年齢層が多様化し、

興味。関心も幅広くなってい

る。魅力のあるカリキュラム

を検討する一方、運営面での

持続可能性についても求めら

れる。 
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４）里山の魅力発見プロジェクト 

① プロジェクトが目指す成果 

このプロジェクトは、里山がもつ様々な魅力に気づいた誰もが、その魅力を発

信することを企画し、楽しむ仲間を増やすことができるプロジェクトです。こう

した取組を通じて、より深く市民に向けて里山の魅力を伝えていきます。 

また、鳥獣被害や放置竹林など、里山が抱える社会的課題の発生原因の一つは、

私たちの里山への関わりが薄くなったことも発生原因の一つです。里山の魅力を

より深く知ることで、こういった社会的課題の解決に向けた取組に結びつくと期

待されます。 

このプロジェクトでは、里山での活動を楽しむ仲間を増やすとともに、社会的

課題に向き合い、その解決に向けてみんなで考える取組を進めていきます。 

 

 
 

【取組目標】 

市内の里山の豊富な魅力を発信し、里山を楽しむ場、機会、そして市民の関わりを

多様化させ、里山が抱える社会的課題にアプローチする。 
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② プロジェクトの内容 

第１次計画から第２次計画を経て、里山を楽しむ団体や企画は確実に増え、活

動内容も多様化し、さとぷろ。の活動は確実に広がりと深まりが増しています。

第３次計画においては、プロジェクトの活動により多くの市民が参加できるよう、

「さとぷろ。機構」との連携を深め、充実したイベントや活動となるような仕組

みをつくります。 

    また、社会的課題に対する取組として、他のプロジェクトにおける取組やさと

ぷろ。との関係が薄かった分野とも繋がり、連携することで、課題解決の糸口を

探っていきます。 

表 3.4 取組の一例 

取組項目 取組の概要 背景 
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里山の魅力

を発信する

活動 

里山の魅力を発見し発信する企

画を運営するとともに、より多く

の市民が里山での活動に積極的

に参加できるようになる仕組み

づくりを行う。 

「さとぷろ。」の認知度はまだ低

い状況にあり、さとぷろ。の取組

を知らない層に向けた里山の魅力

発信と、そこに参加する動機付け

が必要。 

里山に関わ

る社会的課

題の解決に

向けた活動 

これまでつながりがなかった分

野にも目を向け、社会的課題の解

決に向けた企画を提案し、展開し

ていく。 

第２次計画を経て、里山の抱える

課題にフォーカスしたイベントな

ども実施してきたが、今後は解決

に向けた具体的な取組を進めてい

く必要がある。 

  



 

70 

 

4 計画の推進体制と実行のあり

方 
 

 

本計画は、里山再生の未来像に共感した市民、事業者、そして行政が集う４つ

のプロジェクトが推進の主要な動力となります。さとぷろ。機構は、４つのプロ

ジェクトを縦横断的につなぎ、活動の支援や情報の集約と蓄積といった役割を担

います。また、プロジェクトに関わるさとぷろ。サポーターは、計画の推進にお

いて重要な役割を担っています。 

さらに、プロジェクトに参加していない里山再生に関わる市民などもいます。

こうした市民などもまた、本計画の推進の上でとても重要な存在です。そして、

これらの里山再生に携わる多様な主体が連携しながら取り組むことで、相乗効果

を発揮できる体制を支援するのが、安曇野市里山再生計画推進協議会（以下「協

議会」といいます。）です。 

 

（１）さとぷろ。機構による中間支援 

第２次計画までに増してきた活動の深まりや広がりを第３次計画でも持続的

に推進していくことが重要です。さとぷろ。の持続的な活動のために設立された

さとぷろ。機構は、プロジェクトの連携やプラットフォームを整備するなどの中

間支援の役割を担います。また、市内の社会的課題解決のため独自の事業を行い

ます。 

 

１）プラットフォームの整備と運用 

プロジェクト活動を推進するための活動支援として、資機材や会議スペースの

貸し出しなどを行います。また、活動する団体の活動基盤を支援するため、活動

保険の提供や活動資金の確保のための支援を行います。 
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表 4.1 プラットフォーム整備事業の内容 

項目 事業内容 

活動支援 
・資機材管理、貸出など 

・ミーティング場所などの提供 

基盤支援 

・活動保険の提供 

・スタートアップ支援 

・人員確保支援（有志募集、大学との連携など） 

・予算確保支援（活動費管理、民間助成金獲得支援など） 

運営支援 
・イベント実施計画作成の助言 

・イベント広報などの助言 

 

２）情報基盤の整備 

さとぷろ。に関わる団体・個人が増えることにより、そのネットワーク化が必

要となります。また、これまでの活動やそこから得られたノウハウなどの様々な

情報を管理していく必要もあります。そういった情報を集約・蓄積し、必要に応

じて発信していく役割を担います。 

 

表 4.2 情報基盤整備事業の内容 

項目 事業内容 

情報集約 
・市と共同で情報集約 

※各団体の活動実績、活動推進に係る関係者の意見など 

情報蓄積 

・さとぷろ。ホームページ保守管理 

・さとぷろ。SNS の更新 

※プロジェクトの活動実績 
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情報発信 

・さとぷろ。サポーターへの情報提供 

・市と協働で外部からの問合せ対応 

・プロジェクト間、関係団体との交流支援 

・さとぷろ。広報資料作成 

３）社会的課題解決の協働 

さとぷろ。を推進するためのさとぷろ。機構が持続的に運営していくために、

独自の事業も展開していきます。その事業内容は、里山をとりまく社会課題の解

決のために地域やプロジェクトなどと協働で事業を行います。 

 

表 4.3 社会的課題解決協働事業の内容 

項目 事業内容 

薪生産 
・市内の松枯れ材、支障木などを用いた薪の生産 

・販売、納品（安曇野しゃくなげの湯など） 

焚きつけ材生産 
・製材時の端材を用いた焚きつけ材の生産 

・販売、販路開拓 

その他 ・柿、竹林、栗などの里山資源の活用 
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（２）計画の具体的な推進の体制 

４つのプロジェクトは、それぞれの里山再生に向けた取組を進める市民、事業

者、そして行政が一つのテーブルにつき、課題解決に向けた取組を協議する場で

あり、誰もが自由に参加できます。また、プロジェクトに直接参加していない市

民などや課題を抱えた地域とのネットワークを構築しながら、里山再生の取組を

推進します。 

さとぷろ。機構は、４つのプロジェクト間の情報共有を行い、さとぷろ。活動

を支援します。さらに、活動支援のルールや仕組みを整備することで、多くの市

民がさとぷろ。活動に関わるメリットを享受できる環境を作り、里山再生につい

て楽しく語り合う場を創出します。 

協議会は、識見を有する者・森林林業に関する市民団体・林業関係者・山林所

有者・公募委員などで構成され、それぞれが対等な立場で、さとぷろ。の活動が

里山の未来像に向かっているかを協議します。そしてプロジェクトを俯瞰した上

で、助言・提言し、時に各プロジェクトと連携して実行の一翼を担います。 

市は、里山再生計画の策定及び実行に責任をもち、事務局として協議会並びに

プロジェクト会議を運営します。また、さとぷろ。機構とも連携し、里山再生に

関わる取組の全体を推進します。 

 

 
合同会議で 

プロジェクト活動の情報共有 

 
里山再生推進計画協議会での議論 
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表 4.4 プロジェクトおよびさとぷろ。機構、協議会、市の役割 

主体 役割 

プロジェクト 

・任意で集まる主体が、会議で里山の未来像や地域が抱える課題を

共有しながら、解決に向けた活動を企画運営し、里山の再生に向

けた具体的な取組を行う。 

さとぷろ。機構 

・プロジェクトの活動がより幅広く深みのあるものになるよう、プ

ロジェクトや協議会のみならず、関連する取組、団体などをつな

ぐプラットフォームの役割を果たす。 

協議会 

・４つのプロジェクトの取組内容及び関連する取組などを俯瞰し

た上で、プロジェクトの取組が里山再生の未来像に向かっている

かを確認し、解決方策を提案する。 

・プロジェクト同士が連携して取り組むことにより、相乗効果を発

揮するため、人や情報のネットワーク化を推進し、時に実行主体

となる。 

安曇野市 

・里山再生計画策定とその実行の責任を負い、協議会並びにプロジ

ェクト会議を運営する。 

・さとぷろ。機構に参画し、連携して里山再生の取組を推進する。 
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（３）さとぷろ。拠点施設の効果的運用 

令和６年度の「自治体 SDGs モデル事業」を活用し、穂高牧地区にある「旧離

山会館」をさとぷろ。の拠点施設として整備します。さとぷろ。機構の事務所機

能を有し、ミーティングや小規模なイベントなどの実施、資器材の保管・貸出拠

点とします。さとぷろ。に関わる多くの人々が集い、情報交換や里山の未来を語

り合う場を創出します。 

 

 
旧離山会館 外観 

 
旧離山会館 玄関ホール 

 

 



 

76 

 

 
図 4.1 さとぷろ。拠点施設の活用イメージ 

 

（４）計画実行のあり方 

プロジェクトでは、それぞれが目指す成果(59-67 頁)を踏まえ、第 2 次計画中

にも実施した通り毎年度その時点での課題を整理して、取り組むべき内容を計画

することが、歩みを進める上で重要です。活動が進めば状況が変わったり、新た

な課題が見つかったりすることも多いでしょう。その都度プロジェクト会議では、

取組内容が目指す成果に向かっているか確認します。そして、年度当初に立てた

計画を進める中で生じた問題点に対して、必要に応じて修正しながら取り組みま

す。重要なことは、そうしたプロセスをプロジェクトメンバーが記録し、共有し、

適宜評価・修正することです。状況の変化に応じて計画も見直し、取組を継続す

る「順応的管理」こそ重要です。 

そのためには、さとぷろ。機構が中間支援機能を発揮することが必要となりま

す。各プロジェクトが年度当初に立てる計画は各プロジェクトメンバーと市が主

体となりますが、さとぷろ。機構はこれをサポートします。また、各プロジェク

トにおける個別の活動の企画・調整は、さとぷろ。機構が主体となって支援をし、

市もこれをサポートします。さらに市や協議会が活動評価をするためのデータ取

りまとめについても市をサポートします。一方で、プロジェクトやさとぷろ。機
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構に参画していないものの、里山に関わる取組を展開する市民、企業、団体など

の存在も欠かせません。こうした市民、企業などがさとぷろ。と連携する仕組み

を生み出し、運用することもさとぷろ。機構の重要な役割です。 

このように、4 つのプロジェクトと協議会、市、そして市民、企業、団体などを

縦横断的につなぐことで、情報共有や課題の受け渡しをよりスムーズに行う仕組

みを整え、里山再生に向けた活動をより強力に推進していきます。 

 

 
図 4.2 計画推進体制のあり方（イメージ図）  
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参考資料 
 

 

１ 里山に関するアンケート調査資料 
 

令和５年度に、市政全般に関する市民意識調査を実施しました。その調査結果から、

里山再生計画の取組や里山活動への興味などについての事項を抜粋し、以下に示します。 

 

問１ あなたは、里山再生、森林保全といった活動に興味がありますか。 

 

 

■里山再生及び森林保全活動への興味 
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問２ 本市では、平成 27年度に「里山再生計画」を策定し、その計画に関連し里山再生を

行う取り組みを「さとぷろ。」と位置づけ、里山が抱える課題の解決について様々な取り組

みを行っています。あなたは「さとぷろ。」を知っていますか。 

 

 

■「さとぷろ。」の認知度 

 

 

 

問３ あなたは「さとぷろ。」の活動に参加したことはありますか。 
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■「さとぷろ。」活動への参加状況 

 

 

 

問４ 「参加したことはないが、今後参加したい」と回答した方のみご回答ください。」 

    参加していなかった理由はなんですか。 

 

 

■参加していなかった理由 
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問５ あなたが、身近な山林での活動において興味があるものは何ですか。 

（〇はいくつでも） 

■興味がある身近な山林活動 
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２ 安曇野市森林整備計画（抜粋） 
 

安曇野市では、令和３年 4 月に安曇野市森林整備計画を策定しました（令和６年４月

変更）。その中から、森林整備の方法に関する事項を抜粋し、以下に示します。 

 

１ 森林整備の現状と課題  

(1) 地域の概況 

本市は長野県のほぼ中央部に位置し、北は大町市、松川村、池田町、生坂村、東

は筑北村、松本市、南は松本市、西は大町市、松本市に接しています。 

西部は雄大な北アルプス連峰がそびえ立つ中部山岳国立公園の山岳地帯であり、

燕岳、大天井岳、常念岳などの海抜 3000ｍ級の象徴的な山々があります。北アルプ

スを源とする中房川、烏川、梓川、高瀬川などが犀川に合流する東部は「安曇野」

と呼ばれる海抜 500～700ｍの概ね平坦な複合扇状地となっています。 

 

(2) 森林・林業の現状 

① 地域の森林資源 

本市の民有林の人工林面積は 4,160ha であり、人工林率 40％と県平均の 50％

を下回っています。人工林の齢級配置をみると 10齢級以上（46年生～）が 3,595ha

で、約 86％を占めており、高齢級森林に偏っていることが民有林の林齢別構成グ

ラフでも分かります。間伐は、主に 60年生以下の森林で行われるため、今後、間

伐から主伐に施業を移行していくことが必要となってきています。 

 

② 森林の所有形態 

森林の所有形態については、市有林等の公有林が約 37％、個人有林など私有林

が約 63％です。公有林については市有林が最も多く、次いで財産区有林、県有林

となっています。 

また、私有林面積については、個人有林が最も多く、全体の約 35％を占めます。

個人有林は、零細で分散しているため、森林整備が遅れており、今後、の森林整

備の課題となっています。 

 

③ 林業労働の現状 

民有林の所有形態別割合から、全体の 35％を個人有林が占めているが、木材価

格の下落により、個人所有者である林家が林業経営を行うことは困難となってい

ます。これにより、これまで地域の森林整備を担ってきた林家は減少し、林業従
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事者の確保が困難となっている状況です。現在は、個人所有の林家に変わり、森

林組合等林業事業体による林業従事者が中心となり森林施業が行われていますが、

本市内の林業従事者は 138 人と少数です。このため、森林組合等林業事業体にお

ける雇用の安定化、労働条件の確保及び事業量の安定的確保、生産性の向上、従

事者の養成など総合的に整備が必要となっています。 

 

④ 林内路網の整備状況 
下記の表及び安曇野市林道路網図のとおり 

区   分 路 線 数 延   長 

 うち舗装 

林 道 51 路線 123,480ｍ 49,804ｍ 

 

⑤ 保安林の配備、治山事業の実施状況 

保安林は、目的に応じた森林の機能を確保するために指定されます。森林内で

の行為等が制限されますが、森林の機能の確保のための事業が行われています。

本市では、民有林の約 48.4％、5,120.55haの森林が保安林指定されています。最

も多い保安林種は土砂流出防備保安林です。東山（明科地域、豊科地域）には土

砂流出防備保安林が多く、また、長峰山や光城山の周辺は保健保安林に指定され

ています。西山（穂高地域、堀金地域、三郷地域）は、水源かん養保安林が多く、

安曇野の水源である事がわかります。また、土砂流出防備保安林も多くみられま

す。 

 

⑥ 地域の取組状況 

      本市では、市内の里山が抱える課題を明らかにし、次世代につながる里山の再

生を目指すために、平成 27 年度から平成 31 年度までの５年間を計画期間とする

「安曇野里山再生計画」を策定しました。第１次計画期間では、５つのプロジェ

クトを立ち上げ、それぞれの課題解決に向けて、人と里山をつなぐ様々な取り組

み「さとぷろ。」が始まりました。 

そして、第１次計画期間の５年間を終え、令和２年４月より新たに「第２次安

曇野市里山再生計画」が始まりました。第２次計画では、プロジェクトが「里山ま

きの環プロジェクト」「里山学びの環プロジェクト」「里山木材活用プロジェク

ト」「里山の魅力発見プロジェクト」の４つに再編成されました。 

引き続き、里山再生の取り組みを市民、事業者、行政が協力しながら、推進して

いきます。 
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(3) 森林・林業の課題及び対策方針 

(ｱ) 豊科地域  

・濁沢南山、大口沢地区は、アカマツ主体の林分であるため、健全なアカマ

ツ林を育てながら、特用林産物であるマツタケの増産を目指し整備していき

ます。  

・田沢、光地区は、山地災害防止機能を有する森林ですが、手入れの遅れた

森林が多いので景観に配慮しつつ公益的機能を増進させるべく施業を推進し

ます。  

・光城山西地区は、史跡及び桜の名所でもあり潤いのある自然環境を構成し

ており、地域住民が年間数回手入れを行っている個所でもあるので、択伐施

業により景観に優れた森林へ誘導します。  

 

(ｲ) 穂高地域  

・里山においては、松くい虫によるアカマツ林の被害が拡大しているため、

主伐及び更新伐による樹種転換を推進します。  

・一ノ沢、浅川、北の沢地区においては、水土保全機能向上のため、森林施

業を推進していきます。 

・富士尾沢、天満沢、宮城地区においては景観の維持、造成を図り、森林と

のふれあいの場を提供するため、広葉樹の育成を図るとともに環境保全を考

慮した森林整備を推進することとします。また、松くい虫による被害が拡大

している森林は主伐及び更新伐による樹種転換を推進します。  

・北の沢上流域の森林は水源涵養機能が高く特に適切な管理が求められてお

り、伐採後の植栽等適正な管理により、常に良好な森林環境を維持するよう

努めます。 

・山麓線（通称）沿いの別荘地化の進んだ里山林については、別荘所有者の

理解を求め適切な手続きにより乱開発の防止や自然環境の維持に努めます。  

 

(ｳ) 三郷地域  

・主伐・再造林を視野に入れた適切な森林施業を実施し、安曇野材の流通の

拡大を図ります。 

・北沢地区においては、景観の維持・造成を図るため、搬出間伐を推進し下

層植生のナラ等の広葉樹を育成する等、環境保全を考慮した整備を推進しま

す。 
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・黒沢川流域の森林は三郷地域の重要な水源林であり、急傾斜地の多い山越

沢・滝の沢流域の森林については、特に適切な管理が求められているため、

適期の除間伐等を計画的に実施し、下層植生の繁茂を促して、水源涵養機能

の維持増進を図った森林整備を行います。  

・黒沢川沿いの室山一帯は、地域住民の森林とのふれあい、森林教育の拠点

として、また、黒沢川地域は果樹地帯の防災・暴風林としての機能を図るた

め、特に松くい虫を未然に防止するための監視・枯損木処理を徹底して行い

ます。 

 

(ｴ) 堀金地域  

・田多井、寺山、内山地区においては、主伐・再造林を視野に入れた適切な

森林施業を実施し、作業に不可欠な作業路網を整備するとともに、間伐材の

搬出を積極的に支援していきます。  

また、マツタケ発生の適地においては、発生環境整備を積極的に推進し、

安定した生産量の確保を図ります。シイタケ等のきのこ原木になるコナラ等

の植栽、利用も積極的に推進します。  

・烏川野山地区、銚子口奥地区、小水沢地区においては、水源涵養機能の維

持・向上を図るため、長伐期施業、択伐による複層林施業を積極的に推進

し、下層植生の良好な発達が確保されるよう適正な立木密度で管理するとと

もに、伐採搬出にあたっては、土壌及び林床の保全に留意し、伐採跡地は速

やかに更新を行います。  

・岩原地区及び下堀扇町内山生産森林組合の所有林については、国営アルプ

スあづみ野公園、県営烏川渓谷緑地整備計画及び、林業構造改善事業等によ

り整備したオートキャンプ場を拠点に、森林とのふれあい及び森林教育を推

進します。  

また、オートキャンプ場施設内で、地域特用林産物の販売、促進を行い、

林業所得の確保を図るとともに、生産物をとおした地域住民と来訪者とのふ

れあいによる地域生活の活性化を図ります。 

さらに、これら施設周辺林において、地域住民や森林ボランティアによる

森林整備を推進し、森林の働きや林業への理解を促進し、支援の拡大を図り

ます。銚子口奥地区については、天然資源及び野生動植物の生態系保全機能

が重要な地区であるので、この機能を維持するため森林の保全に努め、伐採

にあたっては択伐及び小面積皆伐を原則とします。 
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(ｵ) 明科地域 

・七貴、南陸郷地区においては、更新伐跡地の保育施業を行い、適切な樹種

転換を図ります。 

・潮沢地区においては、土砂の崩壊、流失、落石を引き起こすおそれのある

地形であることから、伐採方法を特定する中で山地を保全していきます。ま

た、ケヤキの人工美林という希少な森林の育成を図るとともに、環境保全を

考慮した整備を推進することとします。  

・光、長峰山地区の森林は特産であるニジマスの養殖池やワサビ田の湧水地

上流に位置し、水源涵養機能を維持・増進するための整備を推進します。ま

た、長峰山の一部では、生物多様性を考慮した「蝶の森」の整備を推進しま

す。 

・中川手、東川手地区においては、松くい虫によるアカマツ林の被害が拡大

しているため、主伐及び更新伐による樹種転換を推進します。また、竹林の

整備が遅れていることから、地域住民等の組織化による里山整備を積極的に

推進します。また、集落住民の理解のもとに、森林ボランティアの活用につ

いても取組を図る等、住民参加による森林整備を推進します。 

 

 

２ 森林整備の基本方針 

(1) 地域の目指すべき森林資源の姿 

地域の目指すべき森林資源の姿と、その目指す姿に誘導する森林整備の基本的

な考え方及び施業の方法は、中部山岳地域森林計画の「【表 2-1】森林の有する

機能ごとの森林整備及び保全の基本方針」に即すこととします。 

具体的には、目指すべき森林を地区ごとに定め、望ましい森林資源の姿に誘導

もしくは維持します。 

(2) 計画期間内で特に森林・林業に関し取り組むこと 

・松くい虫被害対策について、「松くい虫被害対策地区実施計画」により対応し

ていきます。 

・里山再生計画を推進し、様々な活動を実践し、里山整備及びを推進していき

ます。 

 

３ 森林施業の合理化に関する基本方針 

中信森林管理署、県、本市、森林所有者、森林組合等の林業関係者及び木材産業

関係者の間で相互に合意形成を図りつつ、地域一体となって集約化を進めるととも
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に、集約化した森林は、確実に森林経営計画を立てることとし、持続的な森林経営

を推進します。 

また、林業従事者及び後継者の育成・確保、作業路網の整備など林業関係者等

が一体となって、長期目標に立った諸施策を計画的に実行します。 
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